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平成２３年第１回大仙市議会定例会会議録第４号

平成２３年３月９日（水曜日）

議 事 日 程 第 ４ 号

平成２３年３月９日（水曜日）午前１０時開議

第 １ 議案第２６号 大仙市移動通信用鉄塔設置条例の一部を改正する条例の制定に

ついて （質疑・委員会付託）

第 ２ 議案第２７号 大仙市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

の制定について （質疑・委員会付託）

第 ３ 議案第２８号 大仙市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について

（質疑・委員会付託）

第 ４ 議案第２９号 大仙市特別会計条例の一部を改正する条例の制定について

（質疑・委員会付託）

第 ５ 議案第３０号 大仙市肉用牛特別導入事業基金条例の一部を改正する条例の制

定について （質疑・委員会付託）

第 ６ 議案第３１号 大仙市水洗便所等改造資金貸付基金条例の一部を改正する条例

の制定について （質疑・委員会付託）

第 ７ 議案第３２号 大仙市立太田緑地広場条例の一部を改正する条例の制定につい

て （質疑・委員会付託）

第 ８ 議案第３３号 大仙市牧野条例の一部を改正する条例の制定について

（質疑・委員会付託）

第 ９ 議案第３４号 大仙市高速自動車国道活用施設ぬく森プラザ条例の一部を改正

する条例の制定について （質疑・委員会付託）

第１０ 議案第３５号 大仙市児童館及び児童センターに関する条例の一部を改正する

条例の制定について （質疑・委員会付託）

第１１ 議案第３６号 大仙市保健センター設置条例の一部を改正する条例の制定につ

いて （質疑・委員会付託）



- 150 -

第１２ 議案第３７号 大仙市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について

（質疑・委員会付託）

第１３ 議案第３８号 大仙市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定につい

て （質疑・委員会付託）

第１４ 議案第３９号 大仙市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について

（質疑・委員会付託）

第１５ 議案第４０号 大仙市下水道条例の一部を改正する条例の制定について

（質疑・委員会付託）

第１６ 議案第４１号 大仙市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例の制定について （質疑・委員会付託）

第１７ 議案第４２号 大仙市戸別浄化槽の整備に関する条例の一部を改正する条例の

制定について （質疑・委員会付託）

第１８ 議案第４３号 大仙市立学校設置条例の一部を改正する条例の一部を改正する

条例の制定について （質疑・委員会付託）

第１９ 議案第４４号 大仙市立教育研究所設置条例の一部を改正する条例の制定につ

いて （質疑・委員会付託）

第２０ 議案第４５号 大仙市公民館条例の一部を改正する条例の制定について

（質疑・委員会付託）

第２１ 議案第４６号 大曲市へき地保育所条例の一部を改正する条例の制定について

（質疑・委員会付託）

第２２ 議案第４７号 大仙市清水診療所設置条例を廃止する条例の制定について

（質疑・委員会付託）

第２３ 議案第４８号 大仙市北楢岡多目的研修集会施設の設置及び管理に関する条例

を廃止する条例の制定について （質疑・委員会付託）

第２４ 議案第４９号 大仙市営神岡スキー場条例を廃止する条例の制定について

（質疑・委員会付託）

第２５ 議案第５０号 大仙市営西仙北スキー場設置条例を廃止する条例の制定につい

て （質疑・委員会付託）

第２６ 議案第５１号 大仙市営仙北スキー場設置条例を廃止する等の条例の制定につ

いて （質疑・委員会付託）
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第２７ 議案第５２号 大仙市地上デジタル放送再送信施設設置条例の制定について

（質疑・委員会付託）

第２８ 議案第５３号 大仙市地上デジタル放送再送信施設管理運営基金条例の制定に

ついて （質疑・委員会付託）

第２９ 議案第５４号 大仙市地域中核病院整備支援基金条例の制定について

（質疑・委員会付託）

第３０ 議案第５５号 大仙市大曲地域職業訓練センター条例の制定について

（質疑・委員会付託）

第３１ 議案第５６号 大曲仙北広域市町村圏組合規約の一部変更について

（質疑・委員会付託）

第３２ 議案第５７号 大仙市協和モーターサイクル場の指定管理者の指定について

（質疑・委員会付託）

第３３ 議案第５８号 市道の路線の認定及び廃止について （質疑・委員会付託）

第３４ 議案第５９号 平成２２年度大仙市宅地造成事業特別会計への繰入額の変更に

ついて （質疑・委員会付託）

第３５ 議案第６０号 平成２２年度大仙市簡易水道事業特別会計への繰入額の変更に

ついて （質疑・委員会付託）

第３６ 議案第６１号 平成２２年度大仙市介護老人保健施設介護サービス事業特別会

計への繰入額の変更について （質疑・委員会付託）

第３７ 議案第６２号 平成２３年度大仙市宅地造成事業特別会計への繰入れについて

（質疑・委員会付託）

第３８ 議案第６３号 平成２３年度大仙市簡易水道事業特別会計への繰入れについて

（質疑・委員会付託）

第３９ 議案第６４号 平成２３年度大仙市公共下水道事業特別会計への繰入れについ

て （質疑・委員会付託）

第４０ 議案第６５号 平成２３年度大仙市特定環境保全公共下水道事業特別会計への

繰入れについて （質疑・委員会付託）

第４１ 議案第６６号 平成２３年度大仙市特定地域生活排水処理事業特別会計への繰

入れについて （質疑・委員会付託）
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第４２ 議案第６７号 平成２３年度大仙市農業集落排水事業特別会計への繰入れにつ

いて （質疑・委員会付託）

第４３ 議案第６８号 平成２３年度大仙市介護老人保健施設介護サービス事業特別会

計への繰入れについて （質疑・委員会付託）

第４４ 議案第６９号 平成２３年度大仙市老人デイサービス事業特別会計への繰入れ

について （質疑・委員会付託）

第４５ 議案第７０号 平成２３年度大仙市スキー場事業特別会計への繰入れについて

（質疑・委員会付託）

第４６ 議案第７１号 平成２２年度大仙市一般会計補正予算（第１２号）

（質疑・委員会付託）

第４７ 議案第７２号 平成２２年度大仙市国民健康保険事業特別会計補正予算（第６

号） （質疑・委員会付託）

第４８ 議案第７３号 平成２２年度大仙市老人保健特別会計補正予算（第２号）

（質疑・委員会付託）

第４９ 議案第７４号 平成２２年度大仙市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号） （質疑・委員会付託）

第５０ 議案第７５号 平成２２年度大仙市土地区画整理事業特別会計補正予算（第４

号） （質疑・委員会付託）

第５１ 議案第７６号 平成２２年度大仙市奨学資金特別会計補正予算（第１号）

（質疑・委員会付託）

第５２ 議案第７７号 平成２２年度大仙市宅地造成事業特別会計補正予算（第２号）

（質疑・委員会付託）

第５３ 議案第７８号 平成２２年度大仙市簡易水道事業特別会計補正予算（第５号）

（質疑・委員会付託）

第５４ 議案第７９号 平成２２年度大仙市公共下水道事業特別会計補正予算（第３

号） （質疑・委員会付託）

第５５ 議案第８０号 平成２２年度大仙市特定環境保全公共下水道事業特別会計補正

予算（第３号） （質疑・委員会付託）

第５６ 議案第８１号 平成２２年度大仙市農業集落排水事業特別会計補正予算（第３

号） （質疑・委員会付託）
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第５７ 議案第８２号 平成２２年度大仙市介護老人保健施設介護サービス事業特別会

計補正予算（第３号） （質疑・委員会付託）

第５８ 議案第８３号 平成２２年度大仙市スキー場事業特別会計補正予算（第３号）

（質疑・委員会付託）

第５９ 議案第８４号 平成２２年度大仙市淀川財産区特別会計補正予算（第１号）

（質疑・委員会付託）

第６０ 議案第８５号 平成２２年度大仙市上水道事業会計補正予算（第４号）

（質疑・委員会付託）

第６１ 議案第８６号 平成２３年度大仙市一般会計予算 （質疑・委員会付託）

第６２ 議案第８７号 平成２３年度大仙市国民健康保険事業特別会計予算

（質疑・委員会付託）

第６３ 議案第８８号 平成２３年度大仙市後期高齢者医療特別会計予算

（質疑・委員会付託）

第６４ 議案第８９号 平成２３年度大仙市土地区画整理事業特別会計予算

（質疑・委員会付託）

第６５ 議案第９０号 平成２３年度大仙市学校給食事業特別会計予算

（質疑・委員会付託）

第６６ 議案第９１号 平成２３年度大仙市奨学資金特別会計予算

（質疑・委員会付託）

第６７ 議案第９２号 平成２３年度大仙市宅地造成事業特別会計予算

（質疑・委員会付託）

第６８ 議案第９３号 平成２３年度大仙市簡易水道事業特別会計予算

（質疑・委員会付託）

第６９ 議案第９４号 平成２３年度大仙市公共下水道事業特別会計予算

（質疑・委員会付託）

第７０ 議案第９５号 平成２３年度大仙市特定環境保全公共下水道事業特別会計予算

（質疑・委員会付託）

第７１ 議案第９６号 平成２３年度大仙市特定地域生活排水処理事業特別会計予算

（質疑・委員会付託）
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第７２ 議案第 ９７号 平成２３年度大仙市農業集落排水事業特別会計予算

（質疑・委員会付託）

第７３ 議案第 ９８号 平成２３年度大仙市介護老人保健施設介護サービス事業特別

会計予算 （質疑・委員会付託）

第７４ 議案第 ９９号 平成２３年度大仙市老人デイサービス事業特別会計予算

（質疑・委員会付託）

第７５ 議案第１００号 平成２３年度大仙市スキー場事業特別会計予算

（質疑・委員会付託）

第７６ 議案第１０１号 平成２３年度大仙市内小友財産区特別会計予算

（質疑・委員会付託）

第７７ 議案第１０２号 平成２３年度大仙市大川西根財産区特別会計予算

（質疑・委員会付託）

第７８ 議案第１０３号 平成２３年度大仙市荒川財産区特別会計予算

（質疑・委員会付託）

第７９ 議案第１０４号 平成２３年度大仙市峰吉川財産区特別会計予算

（質疑・委員会付託）

第８０ 議案第１０５号 平成２３年度大仙市船岡財産区特別会計予算

（質疑・委員会付託）

第８１ 議案第１０６号 平成２３年度大仙市淀川財産区特別会計予算

（質疑・委員会付託）

第８２ 議案第１０７号 平成２３年度市立大曲病院事業会計予算

（質疑・委員会付託）

第８３ 議案第１０８号 平成２３年度大仙市上水道事業会計予算

（質疑・委員会付託）

第８４ 議案第１０９号 市道中仙４号線館ノ内北川橋橋梁上部工事請負契約の締結に

ついて （説明・質疑・委員会付託）

第８５ 請願第 ９号 循環型堆肥工場の建設に関することについて（委員会付託）

第８６ 陳情第 ３０号 最低賃金の大幅引き上げと中小企業支援の拡充を求めること

について （委員会付託）
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第８７ 陳情第 ３１号 労働者派遣法の早期抜本改正と雇用の安定を求めることにつ

いて （委員会付託）

第８８ 陳情第 ３２号 ２０１１年度年金引き下げの撤回と無年金・低年金者に緊急

措置を求めることについて （委員会付託）

出席議員（２８人）

１番 大 野 忠 夫 ２番 佐 藤 文 子 ３番 後 藤 健

４番 佐 藤 隆 盛 ５番 藤 井 春 雄 ６番 杉 沢 千恵子

７番 茂 木 隆 ８番 小 山 緑 郎 ９番 小 松 栄 治

１０番 冨 岡 喜 芳 １１番 佐 藤 清 吉 １２番 石 塚 柏

１３番 金 谷 道 男 １４番 武 田 隆 １５番 渡 邊 秀 俊

１６番 高 橋 敏 英 １７番 １８番 佐 藤 芳 雄

１９番 大 山 利 吉 ２０番 北 村 稔 ２１番 高 橋 幸 晴

２２番 本 間 輝 男 ２３番 橋 本 五 郎 ２４番 藤 田 君 雄

２５番 橋 村 誠 ２６番 佐 藤 孝 次 ２７番 千 葉 健

２８番 鎌 田 正 ２９番 竹 原 弘 治

欠席議員（１人）

３０番 児 玉 裕 一

説明のため出席した者

市 長 栗 林 次 美 副 市 長 久 米 正 雄

副 市 長 山王丸 愛 子 教 育 長 三 浦 憲 一

代 表 監 査 委 員 福 原 堅 悦 総 務 部 長 老 松 博 行

企 画 部 長 小 松 辰 巳 市 民 生 活 部 長 元 吉 峯 夫

健 康 福 祉 部 長 武 藤 芳 和 農 林 商 工 部 長 藤 原 薫

建 設 部 長 田 口 隆 志 病 院 事 務 長 伊 藤 和 保

水 道 局 長 藤 田 良 雄 教 育 次 長 髙 橋 修 司

教 育 次 長 青 谷 晃 吉 総 務 課 長 進 藤 雅 彦
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議会事務局職員出席者

参 事 竹 内 徳 幸 主 幹 伊 藤 雅 裕

主 査 菅 原 直 久 主 事 中 川 智 晴

午前１０時００分 開 議

○副議長（大野忠夫君） おはようございます。

議長に事故がありましたので、地方自治法第１０６条第１項の規定により、議長の職

務を執らせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。

これより本日の会議を行います。

欠席の届出は３０番児玉裕一君であります。

○副議長（大野忠夫君） 本日の議事は、議事日程第４号をもって進めます。

○副議長（大野忠夫君） 日程第１、議案第２６号から日程第６０、議案第８５号までの

６０件を一括して議題といたします。

これより質疑に入りますが、通告はありません。質疑はありますか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○副議長（大野忠夫君） 質疑なしと認めます。

ただいま議題となっております議案第２６号から議案第８５号までの６０件は、議案

付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。

○副議長（大野忠夫君） 日程第６１、議案第８６号から日程第８３、議案第１０８号ま

での２３件を一括して議題といたします。

質疑の通告がありますので、順次質疑を許します。

最初に１３番金谷道男君。はい、金谷道男君。

○１３番（金谷道男君） それでは、一般会計予算案についての質問をさせていただきま

す。

予算は家庭で言えば財布と同じだと思います。そういった意味から、少し全体的なこ

との質問２点と個別のこと３点、質問させていただきたいと思います。

最初に、やはりどうしても負債といいますか債務のことが気になるのが普通の家庭で
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も同じことだと思いますけれども、そこで２３年度の予算案を見ますと、説明書の方で

すけれども、最終的に年度末の地方債の残高を１，０６４億１，８００万というふうに

記載されておりますが、この起債残高のうち、例えば臨時財政対策債や合併特例債、あ

るいは過疎債、臨時債、いろんな部分で後年度、国等の財政的な支援がある起債が当然

あるわけですけれども、その額、あるいはその割合が、大ざっぱで結構ですけれども、

どのぐらいになっているのかということをお知らせいただきたいと思います。

○副議長（大野忠夫君） ただいまの質疑に対する答弁を求めます。栗林市長。

○市長（栗林次美君） 金谷議員の質問にお答え申し上げます。

数字が多いのでしっかり答えたいと思います。

地方債残高に対する後年度の国の支援見込額についてでありますが、平成２３年度末

における全会計の市債残高は、現時点で１，０６４億１，８００万円と見込んでおりま

す。このうち後年度の普通交付税の基準財政需要額への算入額は、市債残高の約６３％、

６７６億４，４００万円と試算しております。

主な市債種別毎の交付税算入額についてでありますが、地方交付税の代替財源である

臨時財政対策債、これは算入率１００％でありますが、臨時財政対策債は１８１億

８，３００万円と最も算入額が高くなっております。

次に、合併特例債、算入率７０％、合併特例債については８８億４，４００万円、過

疎債、算入率７０％でありますが、４５億９，０００万円、それから辺地債、算入率

８０％でありますが、１億９，５００万円となっております。このほか算入額の高い起

債として、下水道事業債、これは様々なものがありますので算入率でいきますと４４％

から高いもので７０％、この下水道事業債が１６６億２，０００万円、それから財源対

策債、算入率５０％でありますが、４４億８，９００万円などが挙げられます。

市債につきましては、将来負担の軽減を図るため、公債費負担適正化計画に則り、発

行額の抑制に努めておりますが、あわせて市債発行の際には交付税算入率の高い有利な

起債を厳選し、今後の償還財源の確保を図っております。

このようなことから、現時点で交付税算入のない一般単独債等の市債残高につきまし

ては、全体の１３．２％となっております。金額にしますと１４０億７，２００万円で

あります。

また、交付税算入がなく高利率の市債につきましては、これまでの各年度において低

利率への借り換えや繰上償還を行ってきており、今後の財政運営におきましても積極的
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に進めてまいりたいと思います。

あと、起債ではありませんが借り入れとしまして、公的な借り入れとしまして県の振

興資金を使っております。これは合併とか、あるいは耐震であるとか、県の政策に沿っ

たもので借り入れができるというものがありますが、返済期間は１０年、あるいは１５

年、これを若干使っております。

○副議長（大野忠夫君） １３番、再質疑ありますか。はい、１３番。

○１３番（金谷道男君） 一応一番先に確認させていただいたのは、やっぱり今、市長答

弁の中でもありましたけれども、やはり事業のときにこの起債については、十分こう後

年度あるものを使うようにこの後もひとつ努力をしていただきたいと思います。

そういうことで、まず１番の方はこれで終わります。

○副議長（大野忠夫君） それでは、次に２番の項目について質疑をお願いします。はい、

１３番。

○１３番（金谷道男君） ２つ目の質問で、財政健全化判断比率のことについてですけれ

ども、決算のときに実質的には出てくると思いますけれども、今回、平成２３年度の予

算、これを原案のまますべてこう執行したと仮定した場合に、その比率のうちの実質公

債費比率と将来負担比率がどのような数字になると見込んでおるのか、これ確か市長の

市政方針の中に出ていたようでありますけれども、実はそのときにこの通告、一応出し

ていましたのでこういうふうになってしまいましたけれども、一応確認という意味もあ

るのでもう一度お願いをしたいと思います。

○副議長（大野忠夫君） ただいまの質疑に対する答弁を求めます。栗林市長。

○市長（栗林次美君） 市政方針の中でもお話申し上げておりますけれども、正確にまた

整理してお話したいと思います。

財政健全化判断比率についてお答えいたします。

はじめに、実質公債費比率につきましては、平成２３年度当初予算案を算定基礎とし

て算出すると１８．５％と試算されております。

なお、比率は３カ年の平均値を用いて算定することとなっておりますが、平成２３年

度の単年度比率については１８．４％として試算しております。

実質公債費比率は平成２０年度決算において基準値を上回る１８．９％となったこと

から、この比率の改善のため、公債費負担適正化計画を策定し、市債発行額の抑制を

図ってきており、比率は年々改善されております。
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今後も公債費負担適正化計画に則り、市債発行額の抑制を図りながら、平成２８年度

までの計画期間内に比率を基準値を下回るよう努めてまいります。

次に、将来負担比率につきましては、同じく平成２３年度当初予算案を算定基礎とし

て算出すると、算定基礎が多岐にわたることから流動的な要素もありますが、１７０％

台になるものと見込んでおります。

将来負担比率は、財政健全化法の制定に伴い比率算定が定められた１９年度決算にお

いて２１０．３％と非常に高い数値となりましたが、その後、市債発行額の抑制を図っ

たことや財政調整基金への積み増しを行い、基金残高の確保を図ったことなどから比率

は実質公債費比率と同様に年々改善されてきております。

今後は、国の地方財政対策による普通交付税等の動向により、比率の分母となる標準

財政規模の変動が予想されますが、市債発行額の抑制による市債残高の減少や職員数の

減による退職手当負担見込額の減少などにより、比率の分子は年々減少していくことか

ら、比率は改善されていくものと見込まれております。

計画的な市債発行額の抑制や繰上償還の実施による市債残高の逓減に加え、財政調整

基金へのさらなる積み増しを図りながら、この比率を１５０％、言い換えますと将来負

担額を標準財政規模の１．５倍程度まで改善できるよう努めてまいりたいと思っており

ます。

○副議長（大野忠夫君） １３番、再質疑はありませんか。はい、１３番。

○１３番（金谷道男君） 非常にこの実質公債費比率も将来負担比率も下げるように努力

しておられるようですし、その原因が起債の発行抑制ということで、その後若干の基金

の積み増しも当然その中に含まれてきていると思います。その努力していることは非常

に見られますので、私も大変いいことだと思っています。

今、市長の答弁の中にもありましたけれども、今、２３年度の数値をいただきました

が、２３年度の大仙市の標準財政規模はおおよそどのぐらいの金額と算定しているので

しょうか。

○副議長（大野忠夫君） 答弁を求めます。栗林市長。

○市長（栗林次美君） 大体私の頭では３００億程度という頭の中でやっておりますが、

３１２億というふうに想定しているところであります。

○副議長（大野忠夫君） 再々質疑はありませんか。はい、１３番。

○１３番（金谷道男君） それで、実は財政規模を聞いたのは、起債はやっぱりどうして
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も絶対額としてはなかなかこう、前年度比８０％ということですので、足していく分に

ついては当然減っていくのですが、ある程度のやっぱりラインから償還の額というのは

一気には、借り入れの額が下がったほど償還の額は多分一気には下がらないのではない

のかなというふうに、普通お金借りているのでそれ当然の話だと思います。

それで、私ちょっと前も申し上げましたが、２７年に合併の算定替えが多分あります。

そうなったときに標準財政規模が今、市長おっしゃられたように確か３１２億、私もそ

のぐらい、３２０億かそこらかなとは思っているんですけれども、そうなったときに、

かなり比率が、将来負担比率が上がる要素もないわけではない。ここ５年間のその仕事

の流れ、あるいはやることによっては、かなりやっぱりその時点で厳しくなるのではな

いかなということが今から私は予想されるなと思います。この後のやっぱり実施計画な

り、市の取り巻く事業について、よほど私たちも気を付けながらお互いにやっていかな

ければならないのではないかなということを今、２３年度の予算、当初予算のこのい

ろんなデータを見ながらそんなことを感じましたので、是非この後そういったことを議

会とも協議しながら、そういうことの起こらないよう、これ将来負担比率については私

どもでなくて、もっと後年度の方々のいわば負担で、今、孫の財布もちょっと借りなが

ら私たちはやっているというのが実際の話だと思います。だからそういったこともこれ

から気を付けながらやっていかなければならないのではないかなということをちょっと

感じましたので、まずそういうことを申し上げてこの質問は終わりたいと思います。

○副議長（大野忠夫君） 答弁よろしいですか。

○１３番（金谷道男君） もしあればお願いします。

○副議長（大野忠夫君） 栗林市長。

○市長（栗林次美君） 我々のこの起債の公債費負担適正化計画、これらを含めて十分そ

の２７年度の合併算定替え、これは避けることできませんので、これを確保して、こう

した財政運営、計画を立ててやっておりますので、議会の皆様からもひとつ、逐次この

変化したり、あるいは変動させたりしなきゃならない部分について我々も提示しますの

で、いろいろご意見を伺っていきたいなというふうに思っております。

それから、起債が少し多くなったというあれですけども、やはりこれは合併前の様々

な準備、それから合併協議会で作りました新市実施計画、そういったものを前提にしな

がら様々な事業をやったわけです。ただ、我々やっている事業は、きっちりものが残る、

我々の世代だけではなくて次の世代にも残せる、残していかなきゃならないものを要し
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たというふうに私は考えております。そういう意味で、一時期はこう起債が上がって

いったけれども、これをやっぱり時間をかけて一定のところまで下げていくという、既

に様々な施設、ストックができたとすれば、それを大いに活用するということになりま

すので、合併前、あるいは合併直後のように、どんどんものを作るというそういうこと

にはなっていかないような計画にしていかなきゃならないと思っています。作ったもの

を最大限市民の皆様から利用していただくという、そういう観点で考えていかなきゃな

らないと思っております。

○副議長（大野忠夫君） 次に、３番の項目について質疑をお願いします。１３番。

○１３番（金谷道男君） 次に、地域の桜情報伝達ということで、桜守プロジェクトの事

業の関連についてお尋ねをしたいと思います。

地域にあるいろんな桜資源といいますか、そういったものを住民の方々と力を合わせ

ながら守って、そしてそれを広めていくということ、私非常に賛成ですし、その方向で

是非これをやっていっていただきたいなと。それについては、ただ、ただって言い方悪

いですけど、そのあるそこを保存するだけでなくて、やっぱり活用という面でいきます

と、やはり観光みたいなものとも結びつけながらという話だと思います。さくらマップ

見させていただきました。私はこの場所があるよというようなことは感じでもわかるよ

うな感じです。ただこの先、やはり情報をもうちょっと願うとすれば、やっぱり開花情

報ですとか、今の状態どうなのかということ、これは別に桜に限らず市のホームページ

の中にそういうタイムリーなものがちょっと、ちょっと足りないのではないかなという

気がします。それで、ちょっとこの予算の私質問要旨がどこに何とという話だとちょっ

とずれると申し訳ないですけれども、ホームページの更新はどういった形でやっておら

れるのか、その点をちょっと、この桜守の情報伝達ということに関連して、ホームペー

ジの更新をどういうふうにしているかということをお尋ねしたいのですが。

○副議長（大野忠夫君） ただいまの質疑に対する答弁を求めます。小松企画部長。

○企画部長（小松辰巳君） それでは、桜守プロジェクト事業についてお答え申し上げま

す。

これまで一部地域の住民の皆様が取り組んできた、この地域の桜を守り育てる活動を

全市に広げるべく、「大仙市桜守プロジェクト」がスタートしてから約２年になります。

この間、町内会、自治会や造園業者、ボランティア団体などと協力いたしまして、市内

に植栽されている桜の現状調査のほか、緊急的な対応が必要な箇所における枝切り作業、
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桜の手入れに関する講習会などを実施してまいりました。

こうした取り組みの結果得られた桜に関する情報の二次的な活用策として、昨年春よ

り「大仙市さくらマップ」を市の観光ホームページに掲載し、市内４５カ所の桜の所在

地のほか、本数、過去の開花日・満開日、観桜会の日程などの情報を発信しております。

昨年は県の観光ホームページや新聞等でもご紹介いただき、大仙市の桜に関する情報

を集約したページとして観光面からも活用いただいていると考えております。

このマップの作成に当たりましては、インターネット上の無料のサービスを活用し、

職員自らが作成しているため予算措置はしておりませんが、随時更新が可能な仕組みと

なっておりますので、開花情報等の情報をタイムリーに提供できるように努めてまいり

たいと考えております。

今後も市民の皆さんの協力を得ながら掲載情報の充実に努めてまいりたいと存じます。

また、ホームページの更新についてでございますが、ホームページの更新につきまし

ては、原則それぞれの担当課所、その管理につきましては広報担当の方で現在行いなが

らホームページの充実に努めておるところでございます。

○副議長（大野忠夫君） １３番、再質疑はありませんか。はい、１３番。

○１３番（金谷道男君） わかりました。それでは、その桜情報については、この後多分

内容がそれぞれ今のお話ですと充実されていくということで、それこそ開花情報という

か開花している姿ももし見られるように、情報として提供していただければ非常にいい

なと思います。

これ、桜に限らずいろんなその地域情報みたいなものがあるんだと思うのですが、な

かなかそれが外に出ていっていないのではないかなと思っています。それで私ちょっと

予算絡みで聞いたのは、それが非常に予算かかるというような仕組みだとすれば非常に

なんですが、もっと支所あたりのその職員のレベルで情報更新ができるようなシステム

になるとすれば、いわゆるゼロ予算の対応ということであると思うんです。インター

ネットの情報というのは、私から言うのも変ですけれども、いかに「生もの」だかとい

う、通称「生菓子」だというふうに言われているぐらいのものなので、やり出すとやっ

ぱり大変なことだと思います。ただ、いっぱい職員の方もおられると思うし、それぞれ

情報も持っていると思うので、是非そういうような仕組みにしてほしいなということと、

ふるさと…何だっけな、ホームページのふるさと何とかというところから入っていかな

いと、地域のその情報みたいなところに入っていかないような今、ホームページの作り



- 163 -

になっているように私思います。それを観光からやっぱり、外の人から見てもらうとい

う話になると、やっぱり観光から入っていけるルートがあればいいのではないかなと思

うんですが、これも予算的な問題があるのかどうかちょっとわかりませんけれども、観

光のところからやっぱりそのそれぞれの地域のその今言ったような情報、花に限らずい

ろんなイベントも含めての入り口を、そういうようなことを変えるようなことだとすれ

ば、これは予算的に大変難しいものなのかどうかお聞かせいただきたいと思います。

○副議長（大野忠夫君） 再質疑に対する答弁を求めます。小松企画部長。

○企画部長（小松辰巳君） このホームページにつきましては、要は閲覧いただかなけれ

ば正直言って何の役にも立たないというのが現状だと思っています。一般に行政のこの

ホームページ、なかなか見ていただけないということで、今後このホームページのあり

方については我々も今検討してございます。例えばその商工会議所さん等からも地域

ポータルの必要性等も言われてございます。この地域の様々な情報を一気に入る入り口

ですけれども、そういうことも今後検討してまいらなければいけないと思っております

ので、若干お時間をいただきたいと思っております。

○副議長（大野忠夫君） 再々質疑はありませんか。はい、１３番。

○１３番（金谷道男君） 何とかその入り口というか、そこをひとつ研究していただきた

いと思います。私も時々、ほかの市町村のものも広げるんですが、やっぱりおっしゃる

とおりなかなか行政の入り口が非常に…、そんなの見る人っていうのは行政単位じゃな

くて地域を見ますので、是非私は観光のところから入っていければ割といいのではない

のかなと思います。

以上申し上げてこの件は終わります。

○副議長（大野忠夫君） 再々質疑に対する答弁を求めます。栗林市長。

○市長（栗林次美君） 今の企画部長が答弁したとおりでありますが、議員のご指摘大変

ごもっともだと思っております。行政の堅い情報を中心に組まれているという指摘を、

やっぱり外の方々が受けているような気がいたします。もう少し柔らかい情報、あるい

は生活に密着した情報みたいなものを見れないかなというのは、特にふるさと会なんか

行きますと首都圏の皆さん、様々な形で大仙市のあれを見ていらっしゃいますので、そ

ちらからもやっぱりそういう指摘をされることがあります。そんなことで、今、企画部

長申し上げましたとおり、このホームページの充実という問題については、広報を中心

にして昨年からいろいろ研究してきているところでありますので、もう少しお時間いた
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だきたいと思います。

それから、さくらマップの情報について、今年多分、桜の開花予報といいますか、こ

れは大仙市独自でやるかもわかりません。外れたときはごめんくださいということにし

ますが、思い切ってその開花予報みたいなものをやってみたいなというのが今のスタッ

フのところで話されていることをご報告申し上げます。

○副議長（大野忠夫君） 次に、４番の項目について質疑をお願いします。１３番。

○１３番（金谷道男君） 次に、地域情報化についてちょっとお尋ねしたいのですが、こ

れもし私の誤解だとすればお許しをいただきたいと思います。

今、大仙市に合併当時、行政間を結んだ光ケーブル、いわゆる地域基盤イントラネッ

ト、それと今整備している超高速情報通信基盤整備事業によるもの、この２つが張られ

ていると私は思っています。これ、光ケーブルだけでなくてほかの設備も一緒にかか

わっている事業だと思いますけれども、ちょっと私、光ケーブルのことについてだけ

ちょっと考えたんですが、これ、日本は本当にこの後、どっちも市で維持していくこと

になる、片っ方はお金取るのでいらなくなるのか、いずれ行政間をやっている光につい

ては多分行政というか市が維持管理していかなければならない。そうすると、２本の光

を持つことになるのではないかなと。そう考えたときに、今の多分全市を網羅している

業者の分もあるかもしれませんが、そちらの方にその線の部分の合体というか、どちら

か一本の管理にすれば、あるいは維持管理で、このことが解消できないのかなというふ

うにちょっと思ったのでこの質問をさせていただきました。非常に私の誤解で質問かど

うかちょっとわかりませんけれども、というようなことの質問ですので、よろしくお願

いします。

○副議長（大野忠夫君） ただいまの質疑に対する答弁を求めます。小松企画部長。

○企画部長（小松辰巳君） それでは、地域情報化の推進についてお答え申し上げます。

地域イントラネットでございますが、これは合併前の平成１５年度に将来の合併を見

据え、８市町村の公共施設を光ファイバケーブルで結び、各種手続の電子申請や公共施

設の予約、証明書の発行、行政相談など各種行政サービスの提供を図ることを目的に国

の補助事業であります「地域イントラネット基盤整備事業」を導入し、公共施設間の

ネットワーク環境の整備を図ったものであります。光ケーブルで結んでおります公共施

設は８庁舎を含め１２５カ所、ケーブルの総延長は幹線と支線を合わせまして２３９

ｋｍとなっております。
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なお、地域イントラネット基盤整備事業でネットワークに接続できる施設については、

国の補助制度では公共施設や公共性が高く公共施設に準ずる施設と規定されております。

今回の超高速情報通信基盤整備事業で整備しております光ファイバ網は、採算性の問

題等から民間事業者の事業展開が困難な地域におけるデジタルデバイド、いわゆる情報

格差が生じないよう、国の補助制度を活用し、一般家庭、事業者等の利用を目的に整備

をしているものでございます。

大仙市の光ファイバ網につきましては、電気通信事業者により大曲地域の大曲局が現

在整備済みでございまして、神岡地域の神岡局、西仙北地域の刈和野局、中仙地域の中

仙局についても電気通信事業者が順次整備を進め、一部利用を開始しております。

現在、電気通信事業者により整備が進められている地域で、まだ工事中の地域につい

ても１０月頃までには完了できるよう要望しており、１１月には今般、市の事業で敷設

しております光ファイバ網とあわせ大仙市全域で光ファイバによるインターネット等の

利用が可能となる予定であります。

なお、今年度、超高速情報通信基盤整備事業で市が整備しております光ファイバ網に

つきましては、関係当事者の合意がない限り破棄したり終了させることができない永続

的な回線使用権を付与する契約、いわゆるＩＲＵ契約により電気通信事業者に貸し出し、

電気通信事業者がインターネット等のサービスを開始することとなります。

ＩＲＵ契約により電柱等の移設費用以外のケーブルの保守経費や電柱等への添架料、

災害保険などに要する経費につきましては、その相当額を電気通信事業者が市へ納付す

ることとなっており、超高速情報通信基盤施設管理費において特定財源として計上して

ございます。

公共施設を結ぶ地域イントラネット回線上では、税などの個人情報や行政情報などの

情報資産を取り扱っておりますので、情報漏洩等の観点からセキュリティ対策について

十分な対策を講じることが重要となりますので、今回の超高速情報通信基盤整備事業で

整備しております一般家庭、事業所等を対象とした光ファイバ網の中に包括することは

困難と考えております。

○副議長（大野忠夫君） １３番、再質疑ありませんか。はい、１３番。

○１３番（金谷道男君） わかったようなわからないようなところがあるんですが、私言

うのは光ケーブルの線の話をちょっとさせていただいたつもりだったんですが、要する

に市で今、イントラネットで持っているのも電柱の借り料、それからその線の何ですか
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メンテナンス等がかかっているんでないかなと。当然、機械の中さ入ってきたときの情

報はセキュリティかけなければだめなのは私もわかります。ただ、実際の話は入り口に

きてからのそのセキュリティの話で、その線の中を走っているときの情報については、

それは途中でつないで結べるものか私技術的なことはわかりませんけれども、というよ

うなことを考えたときに、何で私こういうことを言うかというのは、なるべくこれから

そういう経常経費みたいなものは、例えばこれ、中身ちょっと私全部見てないのでわか

らないですが、大体イントラネットの毎年度の予算が６，０００万円ぐらいずつずっと

こうかかっている、これ償還も入ってるのかな、そういったところからいろいろ考えな

がら経費をどっかでこう、やっぱり合理的にしていかないと、さっきも言いましたよう

にこの後のやっぱり財政運営のことを考えれば、あるのかなと思ったときに、ちょうど

私はこのイントラネットをやったときには、当然時代的にそんな光なんてここへまだ

入っていないときだったと思います。でも、今は要するその業者さんの、ＩＲＵ契約に

しろ何にしろ、そのカバーできるという、やっぱり次のステップにきたときに、これは

どうなのかなと。ただ、今のところ、今の耐用年数までは国の補助もあってやめられな

いということがあるかもしれないけれども、私はこの後やっぱり考えていくべきなので

はないかなという気がするんです。やっぱり何ぼ行政情報が秘密とは言いながらも、日

本国中やっぱりつなぐときに、それぞれ専用の回線ぐらいで行政間の運用をしているわ

けではなくて、やっぱり線そのものはお互いに共有して使っているんじゃないかなと私

は思うので、そういうところを工夫できないのかなというのがこの質問の趣旨ですが、

そこら辺はいかがなものでしょうか。

○副議長（大野忠夫君） 再質疑に対する答弁を求めます。小松企画部長。

○企画部長（小松辰巳君） 再質問に対してお答え申し上げます。

まず、地域イントラネット整備、この地域イントラで整備いたしましたこの回線です

けれども、この回線につきましては、いわゆる電気通信事業者の局社を通さないで、す

べて市に、市で管理してございます。市のサーバー室の方にすべての線がつながって、

そこで管理されているという状況です。今回整備いたしましたこの一般家庭を対象とい

たしましたのは、すべて局社、いわゆる電気通信事業者との局社との接続という形に

なってございます。

地域イントラの中では、非常に、確かに議員おっしゃるとおり６，０００万程度の維

持管理費かかってございますが、これはその管理する様々なサーバー機器、これらを市
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が独自に持って情報のこの保守をしているという関係から、このような経費がかかって

いるところでございます。

先程言いましたとおり、やはり市の行政情報につきましては、非常に重要な個人情報

が入っておりますので、現時点のやはりセキュリティを考えた場合には、やはり一般の

局社を経由したような形での中での情報管理は非常に難しいと考えております。この後、

この情報管理につきまして様々なその制御をかける手法が出てくれば、将来的にはもし

かするとその線の共有化というものも考えられると思いますが、現時点はやはり一般の

回線と直接は結ばない形で、やはり市民の皆様の情報を管理していく方法が最善と考え

ているところでございます。

以上でございます。

○副議長（大野忠夫君） １３番、再々質疑はありませんか。はい、１３番。

○１３番（金谷道男君） 研究の余地、全くないわけではないようなので、まずこの件に

ついては、とりあえず今は難しいということで、いずれいろんな面でこの経常経費だと

思われているものについても、いろんな切り込み方でやっぱり何とかして合理的にこれ

からしていかないと、私は、特にこれに限らずそのインターネットというかＩＴ関係の

予算というのは非常に何かわかったようなわからないようなところが非常にあるんです。

だからそういったところは、やっぱりきっちりそれこそペースに、本当に利用者である

我々のペースに合うような形でやっていくべきでないのかなと。行政情報についても、

このほかにも総務の方にある今のＩＴの合理化の関連、それとこのイントラの中のこと

の関連、当然あると思いますので、やっぱりそこら辺を整理して、より効率的な予算執

行をしていただきたいなということで、とりあえずこの件は終わります。

○副議長（大野忠夫君） それでは、次に５番の項目について質疑をお願いします。１３

番。

○１３番（金谷道男君） 長くなりました。あと最後ですので、これは単純です。「がん

ばる集落」活性化支援事業と地域枠予算の中の地域自治会が使う予算との住み分けみた

いなものを想定して、この事業を組んだのかどうかというあたりをちょっと説明をいた

だきたいと思います。

○副議長（大野忠夫君） ただいまの質疑に対する答弁を求めます。小松企画部長。

○企画部長（小松辰巳君） 市民との協働事業についてお答え申し上げます。

「がんばる集落」活性化支援事業は、昨年改正されました過疎地域自立促進措置法に
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おいて、集落の維持及び活性化、住民が将来にわたり安全に安心して暮らせることので

きる地域社会の実現に要する経費がこの過疎対策事業債の対象となったことを受け、今

年度２２年度に改訂いたしました「大仙市過疎地域自立促進計画」に新たに盛り込まれ

たソフト事業の一つとして２３年度より創設するものであります。

少子高齢化、過疎化等により担い手の不足や活動の休止など様々な問題に直面してい

る集落のコミュニティ機能を維持・活性化できるよう、地域住民組織が行う地域づくり

計画の策定、計画に基づいて実施する地域づくり活動を支援することにより、市内の他

の集落のモデルとなる活動を市内各所で立ち上げていきたいと考えております。

これまでの「地域枠予算」では、各総合支所毎に設けた地域協議会の意見を尊重し、

地域の活性化に資するあらゆる団体の活動に対し、使途を限定せず支援してまいりまし

たが、今回の「がんばる集落」活性化支援事業は、市内の過疎化や高齢化の進行が著し

い集落、またはそれらが連携した組織が今後も地域のコミュニティ機能を担い、さらに

は活動を活性化していくべき地域住民が地域の課題や将来像の検討・共有するとともに、

自主的・主体的な活動展開のための環境整備と組織の強化に取り組んでいただくことを

目的に、平成２７年度までの期間限定の支援を想定しております。

以上のことから、この２つの制度は事業の趣旨や補助の対象となる事業や団体を異な

るものとしていると思っております。

なお、制度の詳細につきましては、今後、要綱等の制定とあわせ検討を行い、夏頃を

目途に補助対象事業の募集を開始いたしたいと考えております。

以上でございます。

○副議長（大野忠夫君） １３番、再質疑はありませんか。はい、１３番。

○１３番（金谷道男君） 今の説明聞いてますと、私はいいことだと思ってしゃべってい

ます。市民との協働事業が、より拡充されたというふうに解釈して間違いないですね。

自治会でやるものについては、地域枠予算でも対応できるけれども、このがんばる集落

の予算でも事業の組み方で頑張る方にもいけるというような理解の仕方で間違いないで

すよね。

○副議長（大野忠夫君） 再々質疑に対する答弁を求めます。小松企画部長。

○企画部長（小松辰巳君） 再々質問にお答えいたします。

今回設けましたこの「がんばる集落」活性化支援事業でございますが、要は市内の過

疎化や高齢化が著しい集落、この集落、ここにある程度限定した支援になると考えてご
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ざいます。いわゆる地域枠予算につきましては、すべてのその団体、ボランティアの

方々を対象としてございますが、今回のこの「がんばる支援集落」につきましては、あ

る程度その過疎化や高齢化が進んでいる集落、これらにある程度限定した形でのご支援

という形で考えています。当然重なる部分はあると思いますが、はい。

○副議長（大野忠夫君） 再々質疑ありますか。はい、１３番。

○１３番（金谷道男君） あの要綱を読めば、小学校区単位という文面もありますよな。

「がんばる集落」活性化支援事業について。しいてそのいわゆる、私あまり使いたくな

いんですが、限界集落というふうなそんなイメージのではないというふうに理解して私

質問したんですが、私の読み方が…、違いますか。

○副議長（大野忠夫君） 再々質疑に対する答弁を求めます。小松企画部長。

○企画部長（小松辰巳君） 議員ご指摘の事業説明書の中の、この事業の概要の中に、旧

小学校単位のまちづくり協議会等に対する支援、これも一つのメニューに挙がっている

ところだと思っております。これにつきましても、ある程度その地域のコミュニティが

現在、一つの集落では難しいところについて、ある程度広い範囲でのコミュニティの維

持をこの計画の中で行っていきたいという趣旨からこのような表現をしているところで

ございまして、この「がんばる集落」活性化支援事業を全市どこでも活用できるという

ことではないと考えております。まだ要綱等これから詰めてまいりたいと思いますので、

その要綱等の中で詳しい内容を皆様にお示ししながらＰＲに努めたいと考えております。

○副議長（大野忠夫君） これにて１３番金谷道男君の質問を終わります。

今の質疑に対する答弁、噛み合わない部分があったようでございますので、もう一度

答弁をお願いします。

○企画部長（小松辰巳君） 議員のご質問は、この事業説明書の中の旧小学校単位のまち

づくり協議会に対する支援、これで、ということだと考えております。ですから、それ

ぞれの集落、小さな集落が一つではコミュニティが維持できない中で、ある程度まと

まった形でそのコミュニティを維持していきたいという計画を作る、その際に一定の範

囲を旧小学校単位の中で、例えばコミュニティ会議等が設立されましたとすれば、そこ

で計画を策定いただく事業に対しても支援していくという考え方です。まだこの詳細、

今現在煮詰めているところですが、そのある一定の旧小学校単位の中に一つの協議会が

できて、そこでそれぞれの地域のコミュニティをどうしていくかという計画を作る際の

その計画策定に対しても補助をして、支援したいというのが今回のがんばる支援事業の
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中の一つのメニューであるという具合にご理解いただければと思います。

○副議長（大野忠夫君） １３番、よろしいですか。

○１３番（金谷道男君） 私はいいんだ。

○副議長（大野忠夫君） これにて１３番金谷道男君の質疑を終わります。

次に、４番佐藤隆盛君。はい、４番。

○４番（佐藤隆盛君） それでは、予算質問させていただきますが、まず、通告は９款１

項５目でありますけども、その前に全般についての予算もらいましたので、感じたこと

を述べさせていただきます。

まず今回、４４１億２，５００万、去年より５億６，５００万ほど多く設けておりま

すが、私その中で数えてみますと新規事業が７０前後項目あったように思いますし、廃

事業関係が４０項目ぐらいあったように感じております。感じておりますが、私が数え

ておりますけれども、その中で新規事業について非常に良かったなという点２項目あり

ますけれども、あえて予算でありますから述べさせていただきますが、今、大仙市の農

業で米イコールどちらかというと麦とか大豆とか枝豆というような方に予算を盛ってい

くというかつけるわけでありますが、それに伴いましてといいますか、今回の“未来へ

のこせ”地域特産野菜等応援事業という、それぞれ昔でいう地域ブランド、こういうも

のにも目をつけてもらったということに対して非常によいことだと思っております。

それから、もう一つは、通告前に、私はこれはなぜいうかというと、新規事業と私、

廃棄事業についても説明するわけですから、予算委員会ですから、概ね自分の良かった

と、それからいろいろなことを予算に関連する質問ですから、なんとが、それはいいと

思いますが、そこら辺議長、もう一度、今、後ろの方でどうのこうの言いますけれども、

私の質問に対してですよ、私は質問に対して予算だからやると。議長が判断してですよ。

これ１３２条に当たらないんですかね。質問の発言について、今、違うとか言うんです

よ、私は予算ですから、いずれこういうものを前段に言ってから入っていくって言っ

たんじゃないですか。もしそうだとすればそうしますよ。

（「休憩」と呼ぶ者あり）

○副議長（大野忠夫君） 暫時休憩いたします。

本会議再開時刻は追ってご連絡いたします。

午前１０時５０分 休 憩

…………………………………………………………………………………………………………



- 171 -

午前１１時１５分 再 開

○副議長（大野忠夫君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。

予算質疑を続けますが、発言は簡明にされるようお願い申し上げます。

それでは４番佐藤隆盛君、お願いします。

○４番（佐藤隆盛君） それでは、９款１項５目について、簡明と言っても前段あるわけ

でございますので、この件についてはそのようにさせていただきたいと思います。

まず、議案第８６号、平成２３年度大仙市一般会計の９款１項５目についてでありま

すが、これには住宅用火災警報器設置啓発事業費の廃事業について質問いたします。

市では２１年度に、この事業目的として次のように述べております。消防法が改正さ

れ、新築住宅は平成１８年６月１日から、そしてまた既存住宅については２３年５月

３１日までの火災警報器設置が義務付けられております。ご承知のとおり火災による死

者の７割は逃げ遅れが原因となっておるそうで、市では市民の安全を守るため、既存住

宅及びアパートなどの集合住宅の所有者に対し、機器の設置を啓発すると書いてありま

すが、そして事業目標には火災予防条例による義務設置の開始日、今の６月１日となっ

ており、そして今年の５月３１日までに設置する必要があるため、この２１年、今の２

年前の２１年から２年間で広報だいせんの啓発事業、記事を掲載すると。そして４月と

１１月には火災予防週間にあわせて消防団員の皆さん方から順次チラシを配布し、そし

て個別に呼びかけることで対象家屋への火災警報器の設置を啓発するというふうになり

ます。そして、さらには義務化までには対象家屋全戸への設置を目指すとあります。そ

のようにうたっておりますけれども、そうしたことで２年限りでありますけれども、

２１年度に一般会計予算、住宅火災警報器設置啓発事業費として９款１項５目１９事業

に１８万８千円、そして翌年の２２年度には７万４千円を計上し、そして今回は２カ年

事業ということで予算ゼロの廃事業となっておるのであります。

そこで質問でありますけれども、２１年から２年間で広報だいせんで啓発したようで

ありますし、火災予防週間にあわせて消防団員による巡回時のチラシ配布などを行って

おるようでありますが、現在どのようになっているのか、まずお知らせ願いたいと思い

ます。

総務省の、これもネットでありましたけれども、総務省の消防予防課の資料によりま

すと、住宅用火災警報器の普及率は推計結果、２２年の６月でありますけれども、全国

で５８．４％、秋田県では４０．８％、そして大曲仙北広域、消防でございますけれど
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も、この統計によりますと４１．１％となっており、しからば大仙市では幾らになって

いるのかと、これも２３年５月までに設置義務となっておりますので、そういう意味で

大仙市の設置率は今何％あるのか、そしてあわせて今後の対応についても質問するもの

であります。

次に、警報器設置助成事業でありますけれども、２１年度に、これは緊急経済対策単

年度事業で大曲市内の養護世帯に対し、住宅用火災警報器の設置助成することにより、

これらの世帯の経済的負担を軽減するとともに、市民の生命、身体及び財産を火災から

守り、もって福祉の向上と安全で安心なまちづくりに資することを目的とするとありま

す。

そして、設置助成対象者は、市民税の非課税世帯で７０歳以上の老人世帯、生活保護

世帯など１０項目に該当するものとあります。そういうことで質問いたしますけれども、

２１年度に７０歳以上の市民非課税高齢者のみの世帯、聞くところによりますと、その

世帯が２，７５４世帯あるそうであります。そしてその人方を対象として通知を発送し

たそうでありますけれども、申請があって取り付けを行った設置世帯数は幾らなのか、

そしてまた設置率はどのようになっているのかもあわせてお願いしたいと思います。

また、先程述べましたように、生活保護世帯の持ち家の取り付け設置世帯は幾らなの

かもあわせてお知らせ願いたいと思います。

それから、大仙市ひとり世帯の６５歳以上の、これも前回ありましたけれども、６５

歳以上の方が、ひとり世帯の６５歳の方が３，４０８世帯、これは去年の７月現在であ

りますけれども、そのようにありますが、設置率も、この方々の設置率もどのように

なっているのかお尋ねするものであります。

私はこの啓発事業については、先程述べたように、今現在わかりませんけれども大曲

地域では４１．１％の状況で、大仙市の状況はわかりませんけれども、これに類似して

いると思います。そして義務化までに全戸、対象家屋全戸へ設置を目指すという目標値

には、私はこのようなデータから見ますと届いておらないように思うわけであります。

そして、少しこの廃事業が早すぎたのではないかなというふうに感じを受けたのであり

ます。そして、助成事業については、昨今の経済状況こそ、それこそ高齢者世帯増加に

対してですよ、それこそ市長の言っている市民の生命、身体及び財産を不慮の火災から

守り、福祉の向上と安全で安心なまちづくりを掲げた大仙市として、それこそ私は前も

話しましたけれども思いやり予算を持って今後の火災警報器設置の助成、または援助を
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継続するべきではないかと思っておるものでございます。

以上で質問はまず終わりますけれども、近年の火災で最も悲惨なのは、犠牲者の続出

することであります。それこそ人命を失う火災は、防げるものなら、防げるものなら万

全を尽くすべきであります。そのためには不幸にして出火した場合、いかにして早く察

知し、初動消火に努めることが大事であり、少なくとも一家の焼死するという惨事には

至らないよう防ぐことにあります。そこで市長にはあれですけれども、そのためにはた

ゆまない啓発活動と、本事業はまさにそのためにあったはずであります。私ここだと思

います。そして一過性の事業として終わることのないように望むものであります。そう

いうことから前段にちょっと戻りますけれども、私は廃事業４０あると。あるようであ

ります。その中から、まだよく見ますと何点かあります。ただ、これには代表して私は

何を言いたいかといいますと、廃事業４０ある中で、よく精査、把握して廃止事業とす

るものじゃないかと思うんです。ただ、ただですよ、期限がこうだから、２年間で終わ

りました、そういうのでは、済まないものではないですかなということで質問したとこ

ろでございますので、まず数字の方はゆっくりと丁寧に。よろしくお願いしたいと思い

ます。

終わります。

○副議長（大野忠夫君） ただいまの質疑に対する答弁を求めます。栗林市長。

○市長（栗林次美君） 佐藤隆盛議員の質問にお答えします。

広域消防との関連でお答えしたいと思います。

はじめに、啓発活動の効果と現在の普及率につきましては、大仙市は平成２０年度か

ら市営住宅に住宅用火災警報器を設置し、２１年度には先程議員が申し上げましたよう

に７０歳以上の方のみの高齢低所得者世帯、生活保護世帯などを対象として、市内電器

店に設置を委託し、住宅用火災警報器設置助成事業を実施するとともに、市の広報及び

火災予防期間において啓発活動を実施してまいりました。

また、広域消防本部においては、平成２１年７月に住宅用火災警報器設置推進本部を

設置し、防火座談会、救急講習、各種イベント時に啓発活動を実施してきております。

大仙市の推計でありますが、普及率は、これは回収したアンケート用紙の調査結果の

動向等を基礎として普及率を推計したものでありますが、平成２１年１２月時点では

３０．１％でありましたが、平成２２年１２月時点では５３．３％に上昇しております。

しかし、依然、十分に普及しているとは言い難い状況にありますので、引き続き広域
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消防本部と連携を図りながら啓発に努めてまいりたいと存じます。

なお、２２年１２月現在の全国の推計普及率は６３．６％、秋田県は４９．７％であ

ります。

次に、平成２１年度実施した住宅用火災警報器設置助成事業につきましては、市広報

で事業の周知を行い、７０歳以上の高齢低所得世帯２，７５４世帯と障がい者世帯など

１，０９９世帯の合計３，８５３世帯に対して申請書を送付いたしましたが、期間内ま

でに申請があったのは１，７３９件、４５．１％でありました。このため、未申請者に

対し再度通知を行い、最終的には２，２７７世帯、対象世帯数の５９．１％、生活保護

世帯の１４９世帯と合わせて２，４２６世帯に設置し、大仙市における普及率が約８％

上昇したことになります。

本事業は、住宅用火災警報器の普及率向上対策の一環として、地域活性化・生活対策

臨時交付金を活用し、平成２１年度限りの事業として実施したものであり、この事業や

啓発活動が契機となって自治会による共同購入が実施された地域もあると聞いておりま

す。

平成２２年度に入り、助成に関する問い合わせが数件寄せられましたが、事業が終了

したことを丁寧に説明し、ご了解をいただいております。

この住宅用火災警報器につきましては、住宅火災の死者、とりわけ高齢者が多いため、

平成１６年に消防法が改正され、設置が義務付けられたものでありますが、平成２２年

の住宅火災による死者数は全国で１，０２３人で、このうち６５歳以上の高齢者は

６２８人、６１．４％を占めております。議員ご指摘のとおり、こうした状況と警報器

の普及状況に鑑みますと、特に高齢者のひとり暮らし及び高齢者のみの世帯への警報器

設置を促進する必要があると思われます。こうした状況を鑑みまして、いま一度この法

律の経過措置、あるいは猶予期間が終わる６月を目途に、助成の問題も含めて一般の

方々への働きかけ、設置キャンペーン計画を作ってみたいと考えております。

○副議長（大野忠夫君） ４番、再質疑はありませんか。はい、４番。

○４番（佐藤隆盛君） 前向きな答弁というか、いずれ６月以降、もう一度取り組むとい

うようなことだろうと思いますが、私なぜこのことを取り上げたかと申しますと、実は

つい先日でありますけれども、去年７０歳以上になった人から、俺７０なって、ひとり

暮らしだども、なして市で取り付けに来ないのかなというような問い合わせがありまし

て、それで、すぐくるだろうというような安易を返事を、勉強不足ですけれども、そう
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いうことで見てみたら、そして市に問いただしたら、これと期限ある、短期、２１年の

雇用緊急対策事業でなったので、ないよと言われまして、それでその方に、今、予算は

切れたようだと、ないようだというような話をしたんですけれども、しかし今、市長の

言っているとおり、この設置率の５割とか五十何％、今現在その中でですよ、なぜだと、

なぜだろう、この時点ではこうだそうであります。ネットで見ますと、まだ２３年６月

で時間があると。つけない人からアンケートを取ったそうです。まだ、罰則規定ないわ

けですから、まだ時間あるんでないかというような感じではないかなというような、

ネットで見ますとそのように書いてありました。言われると、なるほどそうなんですよ。

そういうことからしてですね、今の２１年度啓発事業終わる、今の、今ですよ、広報だ

いせんもそうですけど、消防団員が４月と１１月に消防週間にあわせてやるというんで

すから、今こそ、今の４月こそまだ間に合うじゃないですか。今こそチラシなどを予算

をつけて回って歩いて、あと今こういうことだからというような、やっぱりここだから

だこそ、今の４月なんぼがまわれば一番効果があって設置率を上げることができるので

ないかな、私だからそこでですねやっぱり予算をつけてやっていくべきじゃないかなと

いうふうに思うわけであります。全戸を目指すということは１００なんですけれども、

市長はですね、私はおおよそ数字見てですよ７５、７０から８０なればやめても、やめ

ると言っちゃああれですけれども、そういう答弁は成り立つんですけれども、今の数字

の５割何ぼのとこ、６割弱でですよ、そういうものをやめるというのは何の事業なのか

ということになると思います、私は。ですから、そのパーセンテージも把握しなきゃな

らないというふうに思ってですね、何とかできればですよ、４月の消防団の週間にあわ

せてやるのも一つの手じゃないかなというふうに思います。

それから、これも私の側にもひとり暮らしがおりまして、２人おりまして実際聞いて

みました。こうでありました。非常に良かったと。緊急対策事業ですから、そしたら１

個ばりでなく２個やってけれと、頼むでと言われたそうです。そしたらやっぱりこの経

済効果は非常にあったと思うんですよ、電気屋さんに。これを１つつけることによって

ついでに２つ目ももらった。だから私はそういう事業については非常に良かったと思っ

ております。しかしながら、今そのこと、やっぱり効果というものも、そういうものを

市でもきっちりと把握しながらやらなければならないというふうじゃないですか。だか

ら私、こういうことを言っちゃあ、本当にですね。なんですけども、いつもこうなんで

すけども、やっぱり、はい、２カ年事業で終わりました。これは単年事業で終わりまし
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た。こう命とかこういうものにかかる事業ですよ。それを終わりましたと市民から言え

ばさきたあったように、あったようですけれども、その人方に、ただ、はいこれは事業

終わりましたでは、やっぱりね、こんな言葉言っちゃあれですけども、お役所仕事だと

言われかねないんじゃないですか。私はそう思いますよ。ですからやっぱりもう一度き

ちっとしたことで、特に老人とかに対してはやってもらいたいというふうに思います。

これからだんだん高齢者が、世帯が増えるわけでありまして、特にひとり暮らしの世

帯に対しては、財政面では厳しいのは誰しもわかります。しかし、こういうことこそ、

昨日の質問の中にありますけども、私は豪雪だと。やっぱりいかに、いかにそういう部

分に対してもですね、逃げやすくしなきゃならないという、これ誰見てもそう思うと思

うんですよ。ですから、こういうもののときに、こういうときに事業をカットするとい

うのは、何ぼいっても私はこれ納得できないわけであります。ですから、これからはこ

ういう事業は単年度事業と言わず、継続事業できちんとした項目をもうけながらですね、

できるまで延ばしていく事業じゃないかなと、事業項目じゃないかなと思います。警報

器もだんだん値段も安くなってきておりますけれども、やっぱり昨今の状況、経済状況

からして、高齢者のみならず、やはりこういうものはいろいろな調整の仕方もあると思

います。よその方も見ました。それから一つすごいのありましたけども、各部落とか何

かですか、あの１００％の設置率です。これはやっぱり集団で買って、そして援助もし

たというのもうたってありますし、何とかこのことをまずお願いしたいと思います。

それから私、最初に言って、トップっていいますかやりましたけども、私が何を一番

言いたいかというと、今回の予算で、先程申しましたように４４０、５億何ぼ多くなっ

たと、その中で新規事業が７０項目もあるんですよ。そして廃事業が４０項目あるんで

すよ。その４０項目のはずがこれなんですね。その中にもちょっと問題あるのがたく

さんあります。ですから新規事業の説明は非常によくいただいておりますけれども、廃

棄事業の説明に対してなかなか目がいかないと思ったんですよ、私は。ですから今回、

全部見てみました。そしたら、こればっかりじゃなくですね、まだ問題のあるようなの

ありましたので、何とかこれからの各委員会で説明あると思いますが、なぜこのような

廃棄、こうなった、結果と、こういうものをですね、是非とも説明いただければなとい

うふうに思います。何とか答弁ありましたらお願いします。

以上です。

○副議長（大野忠夫君） 再質疑に対する答弁を求めます。栗林市長。
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○市長（栗林次美君） 議員のご指摘を受けまして、この事業についてはいろいろ新しい

要素も加えまして、この設置率を向上させていきたいと思っております。

ただ、この事業を我々やろうとしたのは、これ全家庭に全部買ってやるということは

できないわけであります。こういう事業。ほかの事業との関係もあります。ですから、

法律はできた。ですけれども国が対応するものは何もなかったわけであります。どうす

るんだということで、まず我々としては法律ができて、新築は全部強制ですから、これ

全部あれですけれども、既存の住宅をどうするかということから始まりまして、まず一

番所得の厳しい方の層をまずやることによって、それをやりながらその一般の方への

キャンペーンを強めていこうと、こういうことでやらせていただきました。これ１００

％を目指すということはもちろん考えましたけれども、やっぱりそういうキャンペーン

の中で普及率を向上させていくというふうな考え方でありましたので、一定の効果が出

たということで一応この低所得者に対する事業は終了させていただいたということであ

ります。

なお、ご指摘のように、それぞれの期間、重点でやっておりますけれども、我々とし

ては広域消防も含めまして法律ができてからやっぱりこの設置に対しての啓蒙・啓発と

いうのはずっと継続してやってきております。より効果を上げるために様々な対応を、

山をつけてやってきたということでありますので、一つの山とすれば２０年・２１年の

事業で終わったと思っておりますが、もう一つの山を作らなければならないという議員

のご指摘でありますので、いろいろ地域の皆さんの声も聞きながらやっていこうという、

そういう考えでおります。

これは経済対策、景気対策として国の交付金を活用させていただきました。地元のい

わゆる電気屋さん、工事屋さんに少しでも仕事をつくろうという発想もこの中に入って

おりましたので、この組み立てに対しては相当職員も苦労してやっていることは認めて

いただきたいと思います。決してお役所仕事で我々やっているわけではありませんので。

終わります。

○副議長（大野忠夫君） ４番、再々質疑はありませんか。

○４番（佐藤隆盛君） ありません。

○副議長（大野忠夫君） これにて４番佐藤隆盛君の質疑を終わります。

次に、１２番石塚柏君。はい、１２番。

○１２番（石塚 柏君） 私ちょっと声が変です。決してカラオケ大会でいっぱい歌っ
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たっていうわけではないので、ちょっと聞き苦しい点ありましたら何とかご勘弁をお願

いしたいと思います。

それではですね、通告に従いまして質問させていただきます。

平成２３年度予算に占める国の地方向け財政投融資に関するですね財務省が指導する

キャッシュフロー計算書、こういったものがあります。これについてお尋ねしたいと思

います。

ちょっとキャッシュフローというと耳慣れないと思いますので、要は今年、１００万

円米の値段がじぇんこ入ってくるというふうに思っていたんだけれども、母さんから、

父さんおれの家さ今何もじぇんこねえって、１００万円じぇんこくるっていうどもいつ

までだと、母さんがキャッシュフローだすな。現金何ぼあるかと。父さんの言ってるの

は予算書、予算書で何ぼ売り上げあるんだと、こういう、まあ言ってみると、ちょっと

計画と実際のお金何ぼあるのかということがわからない。だけどキャッシュフローでは、

うんとわかりやすいと、こういうことでございます。

それでは予算書の８ページ、９ページをお開き願いたいと思います。

ここに地方債の一覧がございます。総額で３１億円余りであります。いわゆる借金で

ありますけれども、この予算が通れば、この借金を財務省から借りるのか、あるいは北

都銀行から、いわゆる市中金融機関から借りるのか、これをだんだん振り分けていくわ

けです。その結果、この大仙市ではですね平成２２年度末で普通会計で６１７億円の借

金があります。全会計で１，０９７億円という大変な借金の現状だわけです。先程、金

谷議員もこうした問題を取り上げておりますけれども、私も全く同感だわけでございま

す。

ところがですね、財務省が国と地方公共団体で何ぼ借金しているのかというと、どう

も桁が違って１，０００兆円に、もうさっとが借金しちゃうと１，０００兆円という借

金になるということで、これではいかんということでですね地方に貸しているお金につ

いて、きちんと管理をしてほしいということでなってきたようでございます。今までは

先程金谷議員がおっしゃっていましたように、総務省からの財政の健全化の指導があり

まして、我々３０人の議員もそれに沿ってですね議会で議論をして判断をしてきたわけ

でございます。ところが今度は国のお金の財布のひもを握っている財務省から、キャッ

シュフロー計算という切り口でですね財務の健全化ということ、どうなっているんだと

いうことが求められてきたと思うんです。
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そこで当局にお尋ねいたします。財務省が平成１７年度から進めてきました地方公共

団体の財務状況の把握、これをされていると思いますが、この目的と手法についてお尋

ねをいたします。

○副議長（大野忠夫君） ただいまの質疑に対する答弁を求めます。老松総務部長。

○総務部長（老松博行君） 石塚柏議員のご質問にお答え申し上げます。

財務省が進めております地方公共団体の財務状況の把握についてでありますが…。

（「地震だ。休憩だ」と呼ぶ者あり）

○副議長（大野忠夫君） 暫時休憩します。

午前１１時４６分 休 憩

…………………………………………………………………………………………………………

午前１１時４８分 再 開

○副議長（大野忠夫君） 再開いたします。

申し上げます。予算審議の途中でありますが、ここで昼食のため暫時休憩といたした

いと思います。開会は午後１時に再開いたします。よろしくお願いします。

午前１１時４８分 休 憩

…………………………………………………………………………………………………………

午後 ０時５８分 再 開

○副議長（大野忠夫君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。

７番茂木隆君、２５番橋村誠君から早退の届出があります。

予算質疑を続けます。１２番石塚柏君の１番の項目に対する答弁を続けます。老松総

務部長。

○総務部長（老松博行君） そうすれば、改めて石塚柏議員のご質問にお答え申し上げま

す。

財務省が進めております地方公共団体の財務状況の把握についてでありますが、これ

は財務省が確実かつ有利な運用が義務付けられております財政融資資金の融資主体とし

て、債務者である地方公共団体の財務状況を把握し、償還の確実性を確認する観点から

行われているものであります。

国におきましては、地方公共団体の債務償還能力及び資金繰り状況を把握するために

は、現金預金の流れ、いわゆるキャッシュフローを捉えることが効果的と考えておりま

す。
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このようなことから、財務省は総務省が行っている地方財政状況調査のデータを基礎

として、「行政キャッシュフロー計算書」を作成し、分析指標を算出いたしております。

主な分析指標であります「債務償還可能年数」につきましては、一年間で生み出され

る償還原資の何倍の債務を抱えているかを示す指標でありますが、財務省が債務高水準

と認識する比率であります１５年に対しまして、大仙市の比率は８．３年となっており

まして、基準値はクリアしているものと考えております。

現在は総務省が指導しております、いわゆる「財政健全化法」に基づく実質公債費比

率や将来負担比率などの財政健全化判断比率及び地方財政状況調査における経常収支比

率などに加え、ご指摘のありました財務省の示す行政キャッシュフロー計算書について

も今後判断材料として財政運営を進めてまいりたいというふうに考えております。

以上です。

○副議長（大野忠夫君） １２番、再質疑はありませんか。はい、１２番。

○１２番（石塚 柏君） ちょっと質問をしたのが午前中で、何となくつながりが弱いわ

けですけれども、再質疑させていただきたいと思います。

民間の会社ではですね、会社法が改正になったとき、ちょうど３年ぐらい前からこの

キャッシュフロー計算書をつけなさいということを義務付けられています。それで第三

セクター、たくさんあるわけですけれども、キャッシュフロー計算書をちゃんとつけて

いるところもあれば、残念ながらですねキャッシュフロー計算書をつけていない会社も

あります。今日はそれは問題ではありませんので、それはさておくとします。

非常に今、総務部長から説明あったようにですね、お金の流れが非常によくわかると

いうことであります。特に大仙市はまだまださっき申し上げましたように１億という大

変な借金の額がありますので、財務部門のキャッシュフローですな、あそこのところを

よく見て、本当に良くなっているのかということを議会も、それから執行部の皆さんも、

これからやっていかなければいけないのではないかなというふうに思います。

それとまず一般の人についてキャッシュフロー計算書といったって、なかなかわかり

づらいわけです。ところが今、ちょうど総務部長から説明していただいた債務の償還可

能年数、これは非常によくわかりやすいということと、よく公債費負担適正化計画に頻

繁に出てきますプライマリーバランスというものも、はっきりわかりやすくなっている

ということがありますので、我々議会人にだけでなくてですね、一般の市民へ広く広報

を求めていきたいと思いますので、広報等、あるいは議会への報告等をお願いしたいと



- 181 -

思うのですが、この点についてはいかがでしょうか。

○副議長（大野忠夫君） 再質問に対する答弁を求めます。老松総務部長。

○総務部長（老松博行君） 再質問にお答えいたします。

ただいまご指摘ありました行政キャッシュフロー計算書の中の特に財務活動の部とい

いますか債務償還可能年数を基礎数値とするその辺について、また、もう一つはプライ

マリーバランスの関係について、広く市民の皆さんに公表すべきでないかというご指摘

だと思います。

大仙市では４月ないし５月に予算特別号という市の広報を毎年全世帯に配布させてい

ただいておりますけれども、その中では予算の概要のみならず決算の状況、それから財

政構造の状況など説明させていただいているところであります。今回ご指摘のありまし

たこの行政キャッシュフローの関係、債務償還可能年数、それからプライマリーバラン

スについても、わかりやすく説明を心がけて広報にあげて市民の皆さんにお知らせした

いというふうに考えます。よろしくお願いします。

○副議長（大野忠夫君） １２番、再々質問ございますか。はい、１２番。

○１２番（石塚 柏君） 丁寧な答弁ありがとうございます。

それでですね、政府や自治体、民間の良さを取り入れて活かしていきたいということ

でありますけれども、資金の流れに関して先程も総務部長の説明にありましたけれども、

資金繰りですね、資金繰り。これは民間の会社でも資金繰りがいかないと会社倒れてし

まうんですな。何ぼ売上げがある、利益があるなんていったって、資金繰りは大変なわ

けですよ。但し我々議会でですね、資金繰りの状況、そして資金繰りがこういうふうに

なっているから第三セクターも、あるいは第三セクターでなく特別会計も一般会計も大

丈夫ですよということを聞きたいんですね。ということでありまして、簡単でも結構で

すから、大仙市でやっている資金繰り表なり、資金繰りをどういうふうにやっているの

かということを説明願えませんか。

○副議長（大野忠夫君） 再々質疑に対する答弁を求めます。老松総務部長。

○総務部長（老松博行君） まず、資金繰りの関係について後で確認する方法としては、

一時借入の状況を確認するという手法が一つあろうかと思います。歳計現金が不足した

場合に支払いが必要になった場合に一時借入ということを実施しておりますけれども、

その前に現在は金融機関からの一時借入の前に、少しずつではありますけれども基金が

積み立ってきておりますので、その基金の繰り替え運用ということで基金の現金を活用
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する場合もあります。そしてどうしても年度末、５月などに支払いが集中した場合に資

金不足を来した際には一時借入というようなことで手当しているというのが実態であり

ます。

また、年度始めに関しましては、国の方でも配慮していただいておりまして、４月、

６月ですか、地方交付税を配分していただくというようなことがありまして、比較的順

調に資金繰りはできるわけですけれども、やはり年末、それから３月、５月、そういっ

た時期に支払いが比較的集中するということで、そういった時期にはどうしても、補助

金関係につきましては出納整理期間に入ってくる場合が多いものですから一時借入で凌

いでいるというような状況であります。

一時借入につきましては、先程言いましたように基金の現金を繰り替え運用する場合

と金融機関から一時的に短期間借り入れるという場合がありますけれども、そういった

やり方で今、対応しているという状況にあります。

○副議長（大野忠夫君） 次に、２番の項目について質疑をお願いします。はい、１２番。

○１２番（石塚 柏君） 次に、市債に伴う利息の額の全体的な関連についてお尋ねいた

します。

予算書は同じページです。

ここでお尋ねしたいのは、大仙市の予算では利息の予算の計画を立てているのか立て

ていないのか、これをお聞きしたいわけです。予算書にはですね、ご覧のとおり５％以

内に借りるということだけは明記されています。しかし、民間の会社ではですね、年間

の計画を立てるときは、これだけの借金をして会社を回していきます。利息は幾らです

ということをあらかじめ把握して会社を資金繰りを回しているということであります。

そういうことでありまして、ちょっと質問時間のこともありますのではしょります。

そこで質問ですけれども、どれだけ金利を年間払っているのか。これはキャッシュフ

ロー計算書にも出ているはずです。それで加重平均で金利を、難しい言葉を使っていま

すけど、正確なと、正確な全体の平均金利はどの程度ですかということをお尋ねします。

○副議長（大野忠夫君） ただいまの質疑に対する答弁を求めます。老松総務部長。

○総務部長（老松博行君） 公債費に係る利息額の全体的な管理についてお答えいたしま

す。

はじめに、市債発行に係る利息額につきましては、借入先や償還年限によりまして適

用利率が異なりますけれども、全会計における支払利息額は、平成２１年度では約２２
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億２，０００万円となっております。また、平成２２年度では約２１億４，０００万円、

平成２３年度においては約２０億９，０００万円と見込んでおります。

次に、個々の借り入れ毎にそれぞれの利率を乗じ、借入額の総額で除したいわゆる加

重平均利息率についてでありますが、平成２３年１月末までに借り入れしている約２千

件の証書をもとに算出いたしますと、２．０７％となっております。

なお、平成２０年度に借り入れした市債１１９件に係る加重平均利息率は１．６３％、

また、２１年度に借り入れした市債８６件につきましては１．４８％と、年々逓減が図

られている状況にあります。

今後におきましても、少しでも低い利率で借り入れできるように努めてまいりたいと

考えております。

本市では、これまで利息の軽減を図るために、平成１９年度から平成２１年度まで、

公的資金の補償金を免除した繰上償還が実施できる制度を活用し、５％以上の借入額の

一部について繰上償還や低利率への借り換えを実施したことにより約３億２，０００万

円の利息の軽減を図っております。

また、３カ年の制度の延長によりまして、今後平成２４年度までに見込まれる利息軽

減額をさらに約２億２，０００万円と推計いたしております。これに加え、減債基金や

県振興資金を活用した任意の繰上償還や借り換えの実施によりまして、平成２１年度で

は約３，０００万円の軽減を図っており、平成２２年度におきましても約１億円の利息

の軽減が図られるものと見込んでおります。

これからも将来を見据え、市債の借り換えによる利息の軽減や繰上償還による市債残

高の抑制に努めるほか、公債費負担適正化計画を遵守しながら、本市の持続可能な財政

基盤を確立する財政運営に取り組んでまいりたいというふうに考えております。

○副議長（大野忠夫君） １２番、再質疑はありませんか。

○１２番（石塚 柏君） ありません。

○副議長（大野忠夫君） 次に、３番目の項目について質疑をお願いします。はい、１２

番。

○１２番（石塚 柏君） 次に、電子計算機システム更新費用の抑制策についてお尋ねし

ます。

予算書の７ページをお開きください。

ここに債務負担行為の一覧表がございます。そのうち一番上段に記載されております
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電子計算機システムの更新費用についてお尋ねします。

通信機器、金谷議員が質問されましたように、通信機器や、それからコンピューター

の導入だとかということは、非常に技術は日進月歩で、これはうまく費用を軽減すると

いうことは、発注する側もその日進月歩の技術についていかなきゃいけないということ

で、大変なことだろうと思います。思いますが、しかし合併してから５年間で１０億円

も超えるだけコンピューターのことに注ぎ込むと、お金を使っているということであれ

ば、ちょっとお尋ねしなきゃいけないなということで質問いたします。

そこで、電子計算機システム更新事業は、今後５カ年にわたり同一の業者が担当する

可能性が高いと思われますが、事業費の抑制について説明をお願いいたします。

この件につきましては、私の質問に対して疑問な点がありましたら遠慮なく発言して

いただいても結構です。お願いします。

○副議長（大野忠夫君） ただいまの質疑に対する答弁を求めます。老松総務部長。

○総務部長（老松博行君） 電子計算システム更新事業費の抑制策についてお答えいたし

ます。

総務省は平成１９年３月に電子自治体の実現の手法として、各業務システムの差し替

えや各業務サービスの連携を容易にできる「地域情報プラットフォーム」という考えを

打ち出しております。

市では、地域情報プラットフォームの考えを導入することによりまして、情報システ

ム経費の抑制が可能になるということから、平成２１年度から次期電子計算システムの

導入作業におきましては、この考えをベースに地元のコンサルタントの支援を受けて取

り組んできたところであります。

その後、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が平成２１年７月１５日に公布さ

れ、公布日から３年以内の政令で定めた日に施行されることになり、これに対応するた

め導入スケジュールの一部を早め、平成２３年度に住民記録・税等の基幹系システムを

導入することにしたものであります。

また、総務省の進める地域情報プラットフォームにつきましては、目標や理念が高く、

現時点ではまだ導入実績が少ないことから、基幹系システムではなく本市に必要なデー

タ連携や高速印刷等に限った共通基盤システムを導入することにしたものであります。

次期電子計算システム導入に係るこれまでの作業につきましては、システム経費の増

加傾向を抑制するため、職員が業務内容の現状分析や必要とする業務の取りまとめを
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行ってきており、その業務内容をシステムの導入を希望している全業者に伝え、業者の

開発作業から不要な作業を省いた提案をしてもらうことで事業費の抑制を図ることとし

ております。

また、業者の作業見積書につきましては、各種の作業をまとめて一式で表記するもの

が多く、具体的にどこにどれだけ経費がかかり、成果物が何かなど全体的にわかりにく

く、表現も専門的で理解しづらいことから、作業工程順に体系化した市独自の調査様式

へ記入してもらうことで職員が内容を把握しやすくなり、また、比較検討もできるよう

になることからシステム経費の削減が可能になると考えております。

さらに、これまではシステム調達方法等について標準化されていなかったことから、

今回はその基本方針や基準、手順を定めたガイドラインを作成し、全庁で経費抑制に向

けて取り組むこととしております。

また、これらの活動につきましては、関係部課長で組織する委員会が評価・検証する

とともに、改善・是正していくことで継続的に経費の抑制を図ってまいりたいというふ

うに考えております。

以上です。

○副議長（大野忠夫君） １２番、再質疑はありませんか。はい、１２番。

○１２番（石塚 柏君） システムの導入の価格、ハードの機器の導入の価格、保守もそ

れぞれの個別のシステムで、そしてまず分けられるものは分けられるものとして、まず

入札なりいろいろやっていただくということを是非お願いしたいと思います。それでも

どうしても継続性があって随契だ何だかんだって出てくることもあるかもしれませんけ

ど、そこのところはもうちょっと頑張っていただくと。内容には触れません。

お尋ねしたいことです。今回の情報システム調達ガイドラインも含めて全体の調達シ

ステムを効率的にするには、ＩＴコンサルタントの力が私は大きいと思います。どうも

ＩＴコンサルタントも入れているらしいなという感じを持っています。そこでお尋ねい

たしますけれども、ＩＴコンサルタントの成果に関する取り決めはされているのでしょ

うかと。これだけのコンサルタントの仕事をして、これだけの経済効果をお約束をしま

すという内容ですな。コンサルタント業界では、よく出る話なんですよ。仙台、東京に

はＩＴコンサルタント会社がたくさんあります。ＩＴコンサルタント会社にプロポーザ

ルを求めて見積り合わせ、入札等を含んだ競争原理を導入する考えはございますか。

○副議長（大野忠夫君） 再質疑に対する答弁を求めます。老松総務部長。
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○総務部長（老松博行君） ＩＴコンサルタントということに関するご質問であります。

お答えしたいと思います。

ご指摘のとおり大仙市では現在、株式会社ＡＳＴコンサルタントの大澤昌氏にコンサ

ルタントをお願いしております。若干説明させていただきますと、大澤氏はＩＴコーデ

ィネーターという資格をお持ちであります。それから、電子政府推進員ということで平

成２１年度から２３年度まで電子政府推進員をなっておられます。特定のメーカーに属

しない独立系のコンサルタントというふうにお聞きしております。先程言いましたよう

に、国におきましては電子政府推進員、総務省の管轄ですが２１年から２３年まで就任

されております。それから、県の関係では１８年・１９年・２０年に県の教育庁のＩＴ

化のコンサルティングを担当されているようであります。それから１８年には情報企画

課、２１・２２年には県の障がい福祉課の財務会計などのコンサルタントを担当されて

いるということで、そういった独立系のＩＴコンサルタントに今回大仙市ではお願いし

ておるものであります。

ただ、あくまでも今回のこういう調達作業につきましては、大仙市が主体的に行うと

いうことでありまして、それをサポートしていただく役目をお願いしているというふう

に考えております。ですから、あくまでも市の考え方を中心に今、作業を進めていると

いうところでありますので、あくまでもコンサルタントからはサポートをしていただい

ているというふうにご理解いただきたいと思います。

以上です。

○副議長（大野忠夫君） 再々質疑はありますか。

○１２番（石塚 柏君） ありません。

○副議長（大野忠夫君） 次に、４番の項目について質疑をお願いします。はい、１２番。

○１２番（石塚 柏君） 次にですね、大仙市の中心部にあります環状線である中通線に

ついてお尋ねします。

この中通線の開通に向けて、どれだけ予算が措置されているのかお尋ねいたします。

予算書の２７２ページをお開きください。

大曲駅前第二地区土地区画整理事業の１０、１１、１２、１３事業の補償補てん及び

賠償費についてお尋ねします。額は４億６，０００万、それから３，１００万、

７，６００万の合計５億２，６８１万１，０００円についてお尋ねします。

この予算にうたわれている移転補償物件棟数、建物のうち、中通線の開通に寄与する
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と思われる物件数は幾らになりますか。また、中通線の開通の見込みについてもお尋ね

します。よろしくお願いします。

○副議長（大野忠夫君） ただいまの質疑に対する答弁を求めます。田口建設部長。

○建設部長（田口隆志君） 中通線にかかわる予算措置についてお答えいたします。

中通線整備事業につきましては、一般会計の中通線街路整備事業と土地区画整理事業

特別会計の大曲駅前第二地区土地区画整理事業の２事業で対応しております。

建物移転について、平成２３年度当初予算に予算計上しているのは、大曲駅前第二地

区土地区画整理事業の方でございます。

その内訳は、１０事業大曲駅前第二地区土地区画整理事業の補助分で移転する戸数

１５戸、１２事業県補助分で移転する戸数１戸、このほかに１３事業住宅市街地総合整

備事業で移転する戸数４戸で、合わせて２０戸の建物移転を計画しております。このう

ち中通線新設工事に直接支障となる建物は４戸、中通線新設工事を実施するに当たり県

道の迂回道路を築造する必要がありますが、そのために支障となる建物は１０戸、その

移転補償費は総額で３億１，３１４万７千円となっております。このほかに中通線新設

工事に関連する補償費といたしまして、上水道とＮＴＴの移設補償費が８，０３０万円

となっております。

なお、中通線新設工事の工事費は４億２，３３０万円であり、県道の迂回道路となる

大花線の工事費は２，１００万円であります。

平成２３年度における全体事業費１２億２，６７０万６千円のうち、中通線整備事業

関係の事業費は８億３，７７４万７千円で、事業費全体の６８．３％となります。

次に、中通線の開通見込みにつきましては、本年度から工事を行っておりますＪＲ奥

羽線のアンダーパス区間、延長３５８．７ｍを平成２５年度には供用を開始する予定で

あります。

また、その先の市道四ツ屋大曲線に連絡するまでの区間を平成２６年度に供用開始し、

平成２７年度には中通線街路整備事業で施工する区間とあわせ、旧国道１３号丸の内交

差点から都市計画道路「駅東線」の区間が供用開始となる見込みでございます。

以上でございます。

○副議長（大野忠夫君） １２番、再質疑はありませんか。はい、１２番。

○１２番（石塚 柏君） 大分中通線の開通に予算を重きを置いているように感じます。

そうしたことで、この後もよろしく、例の組合病院の改築の問題もありますから、是非



- 188 -

力を入れてやっていただきたいと思います。

この件については以上であります。

○副議長（大野忠夫君） 次に、５番の項目について質疑をお願いします。はい、１２番。

○１２番（石塚 柏君） 次に、橋梁長寿命化修繕計画の予算についてお尋ねします。

予算書の１０７ページをお開きください。

６目１０事業、橋梁維持費１，５２３万８千円についてであります。

この橋梁の長寿命化修繕計画は、国交省も非常に力を入れている事業であります。今

日、地震で揺れて、この議場の内外ともに揺れたわけでありますけれども、この耐震化

のことは、ほぼ国としては終わりつつあると。次にやるのは長寿命化計画だということ

だと思います。

但しですね、私この長寿命化計画、修繕計画の取り組みですね、秋田県内の北は大館

から能代、湯沢、由利本荘、全部含めてです、相当数ですね。はっきりわかりやすくい

うと２年から３年進んでいると。着手が終わっているのは、全部去年のうちに終わって

いるという状態です。そういったことでもありますけれども、まずとりあえずこの事業

の大切さを聞くという意味で、事業の目的を教えてください。

○副議長（大野忠夫君） ただいまの質疑に対する答弁を求めます。栗林市長。

○市長（栗林次美君） 橋梁長寿命化修繕計画についてお答えいたします。

大仙市にある道路橋は１，６３０橋であります。このうち主要路線に架かる延長１５

ｍ以上の橋梁は２３０橋であり、今回の点検対象となる橋であります。このうち供用後

５０年以上を経過した橋は８橋でありますが、このまま年数を経ると平成４０年には約

５５％に当たる１２６橋が５０年を経過し、いわゆる「橋の高齢化」を迎える状況にな

ります。

このように、今後そのまま多くがまとまって高齢化していくため、損傷が重大になっ

てから修繕を実施するという従来の維持管理を続けた場合、維持修繕や架け替えにかか

る費用は急激に増大する可能性があり、これが財政を逼迫し、引いては適切な維持管理

が困難になる恐れが生じることも予想されます。

こうしたことから、橋梁の延命化を含む最適な維持管理の推進を図ることを目的とし

て、この「橋梁長寿命化修繕計画」を策定するものであります。

２３年度から２５年度までの３年事業とし、事業費は約５，８００万円を見込んでお

りますが、財源はこの国の社会資本整備総合交付金を活用することとしております。
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具体的な作業としては、２３年・２４年度の２カ年で橋梁の専門業者に委託して点検

を行いますが、２３年度については架設年次及び老朽化が著しい橋梁から順に１００橋

を点検し、２４年度に残り１３０橋を点検する計画となっております。

この２カ年の点検結果に基づき、２５年度に橋梁長寿命化修繕計画を策定することに

なりますが、計画に盛られるものといたしましては、長寿命化修繕計画の目的、対象と

なる橋梁、橋梁毎の健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針、対象の

橋梁の長寿命化及び修繕・架け替えにかかる費用の縮減に関する基本的な方針、対象橋

梁毎の概ねの修繕時期と内容または架け替え時期などであり、計画策定に当たっては学

識経験者の意見を聞くほか、計画は公表することとしております。

計画策定後の２６年度以降は、優先順位に基づき国の補助事業を活用し修繕工事など

に入ることになりますが、長期間にわたっての事業となることから、財政計画との整合

性を持たせることが重要でありますので、十分協議を重ね、実効性のある計画にしたい

と考えております。

○副議長（大野忠夫君） １２番、再質疑はありませんか。はい、１２番。

○１２番（石塚 柏君） 大変大事な事業だということはよくわかりました。しかし、こ

れをですね実際に効果ならしめるためにはですね、今の答弁には大きな欠陥があると私

は思っております。その内容をお話します。

平成２５年までですね、この橋梁長寿命化修繕計画を国交省に出さないといけないと、

これは強く前から、ずっと前から言われているわけですね。だからこそ、それにかかっ

たこの調査に５，８００万かかるというんだけれども、半分は国で持ちましょうという

ことを言ってきているわけです。２５年から過ぎたら大仙市の橋梁がどっか大きい欠陥

が出てきた、修繕しなきゃならなくなったと。橋梁の修繕ってですよ、うんとお金かか

るんです。だけども、それにはですね修繕計画に入れていない橋梁は対象にしませんと

いうことを文書で明記しているわけです。それをちょっと、前提をちょっと覚えておい

ていただきたいと思うんですね。大仙市にある橋梁は、今、市長がおっしゃったように

ですね、全部で１，６３０橋あるんですな。そのうち１５ｍ以上の橋というのは２３０

橋、１５ｍ未満の橋梁は１，４００橋あるんです。この１，４００橋をですねやらない

と、修繕計画にのっかっていないと２６年から１５ｍ未満の橋がぼっこわれたと。工事

しなきゃいけない。市で単独でやらなきゃいけない。大変な財政負担ですよ。それでで

すね、じゃあまあほかの市がどういうふうなことをやっているかというと、２２年だと
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か、今年ですな、今年あたりはもう１４ｍ以下の橋梁を橋梁点検をして、例えばにかほ

市、それから由利本荘市、横手市、みんなそうなんですけれども、橋梁って１５ｍとい

うとどういう距離なのかというと、ここの議場の幅だと１１．７ｍだ。だからもう３ｍ

ぐらい長い橋なわけです。皆さん車で市役所に来るとき、大体１５ｍより長い橋って何

橋渡りますか。ごく少ないはずです。道路の橋ですよ。１５ｍ未満の橋が主体なんです

よ。だから１，４００橋もあるんです。だからにかほ市も由利本荘市も今年あたりから、

去年あたりから１５ｍ未満の橋を調査して、委託に出しているんですね。そうでないと

平成２５年に間に合わないという市当局の考え方なんですな。私は２年前、それと昨年、

市役所の某幹部の方に、これは是非橋梁の補修計画まだ出してねんだども大丈夫だべっ

て言うんですよ。外のことを覚えているから。だけど皆さんももしかしたら秋田県内の

各市所役のこと覚えているかもしれないから、私は何か特別な手段があるのかなと思っ

てました。それで今日になってしまったわけなんですけれども、そこで質問をさせてい

ただきます、改めて。この１，４００カ所の橋梁の調査計画を取りまとめるのは、どの

ようにして行うのでしょうかと。かかった費用の措置はどうされるんでしょうか。平成

２６年度以降の１，４００カ所の橋梁の維持費を、このままでは一般財源で対応すると

お考えなのでしょうか、お尋ねします。

○副議長（大野忠夫君） 再質疑に対する答弁を求めます。田口建設部長。

○建設部長（田口隆志君） おっしゃるとおり、今回１５ｍ以上の橋を対象にした点検並

びに修繕計画ということで進んでおるわけでございますけれども、国の方で交付金を充

てますというのは１５ｍ以上の橋を対象に全国的に今、作業、それも２５年度までの期

限で点検なり修繕計画を立ててくださいというような形で、それについては２分の１、

交付金を補助しますというような制度システムになっております。確かに県内見ますと、

大仙市の場合、２５年ぎりぎりの形での作業になるわけでございますけれども、かと

いってその１５ｍ未満のものをそのままということでは決してないと考えております。

今、国のその交付金が１５ｍ以上ということでの対応でこのような作業に入るわけで

すけれども、当然それよりも短い橋につきましては、これまでのとおり日常のパトロー

ル等で当然管理してまいりますし、また、修繕が必要な場合は当然修繕していかなけれ

ばならないと思っております。ただ、その橋梁の点検につきましては、かなり橋梁の方、

点検等の経験のある業者さんでないとまず簡単にできないということで今回委託するわ

けでございますけれども、我々はこの２３年・２４年の２カ年、１５ｍ以上の橋の点検、
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業者さんに委託して、我々自身も現場に一緒に立ち会って勉強させてもらいたいなとい

うふうに考えております。そうすることによりまして１５ｍよりも短い橋につきまして

は、我々直営でもある程度点検できるようなそういう我々の組織づくりというのも頑

張っていきたいというふうに考えておりまして、それなりに我々も点検ができるように

なれば１５ｍ未満の橋につきまして点検しながら、当然１５ｍ以上の修繕計画、その前

に出来上がっておりますけれども、緊急性のあるものはその中に盛り込みながら改めて

修繕計画を見直しするような形で１５ｍにいたらない橋につきましては、そのような対

応を考えていきたいというふうに考えているところでございます。

以上です。

○副議長（大野忠夫君） 再々質疑はありませんか。はい、１２番。

○１２番（石塚 柏君） 私は今の説明で、とても納得することはできないです。それで、

交付金と関連して１５ｍ未満はやらなくてもいいというふうに思ったように聞こえるん

ですけど、ほかの秋田市も含めてですよ全部やっているのに、これ、大仙市だけやらな

くていいんですかね。この国でいう橋梁長寿命化修繕計画というものの求められている

中身が、私はまずそのことが疑問だということと、もう一つ、私は苦しくて言ったと思

うんですけれども、１５ｍ以下だから直営でやりますと、２５年に間に合わせると言っ

てますけど、橋梁のですね老朽化の診断はとっても難しいです。ある意味では橋梁の技

術者が新しく建てる方が設計は楽だと言っているんです。それくらい腐食と老朽、技術、

それぞれ土木研究所で難儀して研究しているぐらい難しいんです。はしょりますけども

ね、私はこの１５ｍ未満の今の部長の、部長にはちょっと同情するところもあるんです

けれども、そうも言ってられない。だから何とかですねコンサル、例えば橋梁調査って

すごく危険な仕事なんです。橋梁の下のところを見ないと老朽化の状況がわからない、

足場もかけなきゃいけない、落ちたら一発という橋梁だってこの１，６００橋の中に何

本もあるはずですよ。私は直営なんていうのは、よほどいいものであれば別にしても、

そういう危ない行為はやめていただきたい。よくよく業者についても安全について発注

者として管理をしてやっていただきたいと思います。

終わりに当たってですね、これは予算質疑ですから、こういった中身について建設水

道委員会でですね、十分協議していただくことをお願いしまして、この質疑は終わらせ

ていただきたいと思います。

○副議長（大野忠夫君） 答弁はいいですか。
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○１２番（石塚 柏君） いいです。

○副議長（大野忠夫君） 次に、６番目の項目について質疑をお願いします。はい、１２

番。

○１２番（石塚 柏君） 時間がなくなってますので、教育長さんといろんな大事なお話

した、あるいは次長さんと大事なお話したかったんですけど、質問させていただきます。

予算書のですね１１５ページ、そして１０款１項４目、１２事業３，７８２万７千円、

１８事業１，０００万千円、これ２００２年の学習指導要領、ゆとり教育ということで

あったんですけど、今回２０１１年度の新しい学習指導要領がありまして、非常にゆと

り教育だということでやってきたんだけど、いろいろな世論の一部からも、それから国

際規格の学力の問題でもいろいろ批判があって、中身を変えてきております。それに関

連して外国語指導助手うんぬん、コロンブスの卵の予算ですね、こういったものがそう

いうものに関連した予算なものなのかお尋ねしたいと思います。

○副議長（大野忠夫君） ただいまの質疑に対する答弁を求めます。青谷教育次長。

○教育次長（青谷晃吉君） ２０１１年からの新学習指導要領に関連しての予算措置につ

いてお答えいたします。

今回の学習指導要領改訂の趣旨は、「生きる力」をはぐくむという理念を実現するた

め、その手立てを確立することにあります。

具体的には、確かな学力を確立するために必要な時間の確保、豊かな心や健やかな体

の育成のための指導の充実を図ることがあります。したがって、議員ご指摘のとおり、

「外国語指導助手等招致事業」及び「コロンブスの卵わくわくサイエンス事業」は、学

力向上にも貢献できる事業であり、新学習指導要領を一部補う取り組みとなっておりま

す。

外国語指導助手等招致事業は、合併当初から実施している事業であり、平成１７年度

は外国語指導助手５名、国際交流員１名でスタートしましたが、国際理解教育や英語活

動の充実を見据え、平成１８年度に指導助手１名、平成２０年度にさらにもう一名を増

員し、現在は指導助手７名、国際交流員１名を地域別に配置しております。

コロンブスの卵わくわくサイエンス事業は、科学への興味・関心を高め、理科好きの

子供たちを育てるための「教員の観察・実験指導に関する研修」と、より専門的で発展

的な内容について深く学びたいという中学生のための「首都圏大学等への派遣」という

２つの内容で構成される新規事業であります。どちらも小・中学校における理数系教科
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の学習内容や授業時数の増加への対応、ひいては理数教育の充実にも結びつくことにな

ると考えております。

このほか、児童生徒の自然体験、職場体験活動を支援する「体験的学習時間支援事

業」やスポーツ選手、音楽家、画家などプロが授業を行う「こころのプロジェクト『夢

の教室』事業」などは、学力向上とともに豊かな心や健やかな体の育成にもつながるこ

とでもあり、新学習指導要領を一部補う事業に該当するものと考えております。

さらに、学力向上を目的とした各学校の主体的な取り組みとして、すべての小・中学

校が児童生徒の実態や地域の実情に応じて放課後の学習教室や長期休業中の学習会を実

施しておりますし、最近では小・中連携や地域人材、いわゆる「ふるさと先生」の活用

により指導の充実を図っている学校も増えてきております。

県教育委員会からは、複数校にまたがって教科指導を支援する教育専門監が平成２３

年度からは１名増員され４名が市内延べ７地域１５校に配置される予定となっておりま

すし、小学校外国語活動の指導強化に当たる社会人講師が引き続き１名配置されます。

教育専門監が１市町村に４名以上配置されるケースは県内でも初めてのことであり、社

会人講師とともにその指導・支援によって本市児童生徒の学力向上が期待されます。

以上であります。

○副議長（大野忠夫君） １２番、再質疑はありませんか。はい、１２番。

○１２番（石塚 柏君） 答弁をいただいたらですね、気持ちがすーっと落ち着いて、さ

すが学校の先生だなと思った次第です。

ところで、私の自宅は花館小学校まで３００ｍなんですね。三浦教育長さんの自宅は

私の家からも約３００ｍで、教育長さんから２００ｍに花館小学校がありますから、

ちょうど私と教育長さんとは三角関係みたいなものですけれども、そこで、お尋ねした

いのですが、花館小学校ではですね「のびっこ教室」という名称で週１回４５分間、図

書室で１年生から６年生まで自発的に勉強したいという生徒にですね一人一人学校の先

生が学習を支援しております。勉強がわからない生徒、勉強の理解ができても、もう少

し頑張ってみたい生徒が勉強しているわけですね。もちろん市立の小学校でございます

から費用はかかりません。現場の先生方が頑張っていらっしゃるわけでございますね。

都会ではですね、月５万円から１０万円かけて塾に通わせているんです。１０万円なん

ていうデータが出て私びっくりしました。秋田では負担の額は少ないにしてもですね、

教育にかけられる家庭と残念ながらかけられない家庭があると思います。公立の教育の
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良さは、誰にでも意欲があればね公平感を保たれて教育ができるということだわけであ

ります。花館小学校を例にとりましたけれども、同じような取り組みがほかの小学校、

中学校にあると伺っています。

そこで質問です。他の小学校、中学校の今ある事例を含めて、決められた労働時間、

労働組合もある、いろんな制約もあるかもしれないけれども、これら時間外の取り組み

をですね、どう評価して、今後どうしていこうとしているのか、大仙市全体の教育の現

場を眺められてのお考えをお聞かせ願いたいと思います。

以上です。

○副議長（大野忠夫君） 再質疑に対する答弁を求めます。青谷教育次長。

○教育次長（青谷晃吉君） 再質問にお答えいたします。

まず、小学校の補充的な学習の事例として大変いい事例をご紹介いただいたと思いま

す。中学校におきましてもこういった事例がございます。昼休みの２５分間を毎日年間

を通して、例えば１年生は４教科、２・３年生は３教科、あるいは３年生は時期になり

ますと５教科ということでありましたけれども、そういった形で昼休みの２５分間をモ

ジュール的に使って先生が担当して補充的な学習を行っているというふうなケースもあ

りますが、これは中学校は放課後になりますと部活動等があるものですから、なかなか

全員の教師がかかわっているということもできないものですから、その学校の実情にあ

わせて取り組んでいただいているところであります。

まず、多かれ少なかれ学校によって、ある一定期間に集中して行うということもござ

いますし、年間を通してそういった短い時間を積み重ねている学校もございますし、ま

た、長期休業中に集中して補充的な学習なりを行っている学校もございます。それぞれ

の学校の実態・実情にあわせて、子供たちの実態にあわせて取り組んでいただいている

ところであります。

また、加えて「学び教室」といって地域の方が長期休業中に児童生徒に教えていただ

いているような取り組みもございますし、大曲小学校の「サタデースクール」ですとか、

あるいは大曲中学校で国際教養大学の学生に来ていただいて、ちょうどまちなかで、の

びのびランドででしたけれども、小・中学生が英会話を指導していただくというふうな

こともありますので、高校生や地域の方々、大学の方々、そういった方々をお迎えして

学習会を行っているというふうなこともございます。そういったことで、どの学校でも

それぞれの実態にあわせて成果を上げていただいているというふうに思っております。
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○副議長（大野忠夫君） 再々質疑はありますか。

○１２番（石塚 柏君） ありません。

○副議長（大野忠夫君） これにて１２番石塚柏君の質疑を終わります。

以上で、通告による質疑は終わりました。

ほかに質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○副議長（大野忠夫君） 質疑なしと認めます。

ただいま議題となっております議案第８６号から議案第１０８号までの２３件は、議

案付託表のとおり、それぞれの所管の常任委員会に付託いたします。

○副議長（大野忠夫君） 次に、日程第８４、議案第１０９号を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。老松総務部長。

○総務部長（老松博行君） それでは、ご説明申し上げます。

お手元の資料のうち、追加の議案書をご覧いただきたいと思います。

１ページになります。

議案第１０９号、市道中仙４号線館ノ内北川橋橋梁上部工事請負契約の締結について、

ご説明申し上げます。

大仙市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定

により、議会の議決をお願いするものであります。

本案件につきましては、指名競争入札を執行した結果、昭和コンクリート工業株式会

社が落札いたしましたので、３月４日に契約金額１億５，１３０万５千円で仮契約を締

結したところであります。

主な工事の内容といたしましては、中仙地域鑓見内地区の館ノ内北川橋の橋梁上部工

事として、コンクリート製の橋桁をかけた後、路面舗装を行うもので、工期は平成２３

年３月２２日から平成２３年１１月３０日までとなっております。

以上、ご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申

し上げます。

○副議長（大野忠夫君） これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○副議長（大野忠夫君） 質疑なしと認めます。
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議案第１０９号は、建設水道常任委員会に付託いたします。

○副議長（大野忠夫君） 次に、日程第８５、請願第９号及び日程第８６、陳情第３０号

から日程第８８、陳情第３２号までの４件を一括して議題といたします。

本４件は、お手元に配付の請願文書表及び陳情文書表のとおり、それぞれ所管の常任

委員会に付託いたします。

○副議長（大野忠夫君） お諮りいたします。各常任委員会審査のため、３月１０日から

３月１６日まで７日間、休会いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○副議長（大野忠夫君） ご異議なしと認めます。よって、３月１０日から３月１６日ま

で７日間、休会することに決しました。

○副議長（大野忠夫君） 以上で本日の日程は全部終了しました。

本日はこれをもって散会し、来る３月１７日、本会議第５日を定刻に開議いたします。

ご苦労様でした。

午後 １時５９分 散 会


